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平成２７年４月２８日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官 

平成２５年（ネ）第１０１０９号 損害賠償等請求控訴事件 

原審・東京地方裁判所平成２３年（ワ）第３７３１９号 

口頭弁論終結日 平成２７年３月５日 

            判    決 

     

         控 訴 人    公益財団法人生長の家社会事業団 

          

         訴訟代理人弁護士    内 田  智 

 

     被 控 訴 人    一般財団法人世界聖典普及協会 

     

         訴訟代理人弁護士    脇   田   輝   次 

            主    文 

１ 原判決中控訴人敗訴の部分を次のとおり変更する。 

２ 控訴人の主位的請求を棄却する。 

３ 被控訴人は，原判決別紙物件目録第１記載の各カセットテープを

頒布してはならない。 

４ 被控訴人は，前項の各カセットテープを廃棄せよ。 

５ 被控訴人は，控訴人に対し，３７４万７６００円及びこれに対す

る平成２６年８月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員

を支払え。 

６ 控訴人のその余の予備的請求を棄却する。 

    ７ 訴訟費用は，第１，２審を通じてこれを２分し，その１を被控訴

人の負担とし，その余を控訴人の負担とする。 

８ この判決は，第３項ないし第５項に限り，仮に執行することがで
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きる。 

            事実及び理由 

第１ 控訴の趣旨 

 １ 原判決中控訴人敗訴部分を取り消す。  

 ２（主位的請求） 

   被控訴人は，控訴人に対し，２２２２万２３００円及び別紙１請求金額目録

の番号１ないし１０９の「請求金額」欄記載の各金員に対する「遅延損害金始

期」欄記載の各年月日から各支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（控

訴人は，当審において，原審における２０９８万８０００円及び原判決別紙請

求金額目録の番号１ないし２５１の「請求金額」欄記載の各金員に対する「遅

延損害金始期」欄記載の各年月日から各支払済みまで年５分の割合による金員

の支払請求を，このように拡張した。）。 

 ３（予備的請求） 

(1) 被控訴人は，原判決別紙物件目録第１記載の各カセットテープを頒布して

はならない。 

(2) 被控訴人は，前記(1)記載の各カセットテープを廃棄せよ。 

(3) 被控訴人は，控訴人に対し，３４８０万６３００円及びこれに対する平成

２６年８月２７日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え（控訴

人は，当審において，原審における２４５０万円及びこれに対する平成２３

年１２月６日から支払済みまで年５分の割合による金員の支払請求を，この

ように拡張した。）。 

第２ 事案の概要（略称は，特に断らない限り，原判決に従う。） 

１ 本件は，控訴人が，被控訴人に対し，①被控訴人による原判決別紙物件目録

第１記載の各カセットテープ（以下「本件カセットテープ」という。）の複製，

頒布について，Ⅰ）主位的に，著作権使用契約に基づき，昭和６１年８月から

平成２３年１０月までの未払印税として合計２０９８万８０００円及び原判決
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別紙請求金額目録の番号１ないし２５１の「請求金額」欄記載の各金員に対す

る約定支払期日の翌日である「遅延損害金始期」欄記載の各年月日から各支払

済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，Ⅱ）予備的

に，別紙２著作物目録記載の各著作物（以下「本件原著作物」という。）に係

る著作権を侵害するものであるとして，著作権法１１２条に基づき，本件カセッ

トテープの頒布の差止め及びその廃棄を求めるとともに，ⅰ）不法行為による

損害賠償請求権に基づき，平成２３年１０月までに受けた損害として本件カ

セットテープの印税（定価の１０％）相当額２２５０万円と弁護士費用相当額

２００万円の合計２４５０万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平

成２３年１２月６日から支払済みまで民法所定の年５分の割合による遅延損害

金の支払，又は，ⅱ）被控訴人は控訴人に支払うべき本件カセットテープの印

税の支払をしなかったため，控訴人に平成２３年１０月までに支払われるべき

本件カセットテープの印税（定価の１０％）相当額２２５０万円の損害が生じ，

被控訴人は法律上の原因なく同額の利得を得たとして，不当利得返還請求権に

基づき，２２５０万円と弁護士費用相当額２００万円の合計２４５０万円及び

これに対する訴状送達の日の翌日である平成２３年１２月６日から支払済みま

で民法所定の年５分の割合による遅延損害金の支払を求め，併せて，②被控訴

人による原判決別紙物件目録第２記載のコンパクト・ディスク（以下「本件Ｃ

Ｄ」という。）の販売について，Ⓒ表示が著作権使用契約により定められたも

のと異なるとして，著作権使用契約に基づき，表示（「Seicho Taniguchi,Emiko 

Taniguchi,2006」）の削除を求めた事案である。 

 ２ 原判決は，①に関し，本件原著作物に係る著作権はいずれも控訴人に帰属す

るとした上で，Ⅰ）主位的請求については，控訴人と被控訴人との間で著作権

使用契約が成立したとは認められないとして，Ⅱ）予備的請求については，控

訴人は，昭和６１年８月頃，本件原著作物の著作者である亡Ａ（以下「亡Ａ」

という。）の相続人であるＢ（以下「Ｂ」という。）らに印税に相当する額を
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支払うことを条件に本件カセットテープの複製・頒布を被控訴人に許諾したも

のと認められるから，被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布は，控

訴人の有する本件原著作物に係る著作権を侵害せず，また，被控訴人はＢらに

印税に相当する額を支払っているから，被控訴人が印税に相当する額を利得し

たということはできないとして，控訴人の請求をいずれも棄却し，②に関し，

本件ＣＤの表示は，著作権使用契約に違反するとして，本件ＣＤに表記された

「Seicho Taniguchi,Emiko Taniguchi,2006」との表示の削除を求める控訴人の

請求をその限度で認容した。  

 そこで，原判決を不服として，控訴人が控訴したものであり，当審における

審理の対象は，原判決が棄却した上記①に関する請求の当否である。 

３ 前提事実（当事者間に争いのない事実並びに各項末尾掲記の証拠及び弁論の

全趣旨により認められる事実） 

(1) 当事者等 

ア 控訴人は，生長の家の創始者である亡Ａの宗教的信念に基づき，諸種の

社会事情による困窮家庭の援護，これに伴う社会福祉施設の経営，その他

社会情勢の変遷に応じて社会の福利を図るための文化科学的研究の助成又

は社会事業を営む世界各国団体との親善提携等により社会厚生事業並びに

社会文化事業の発展強化を図ることを目的として，昭和２１年１月８日に

設立された財団法人であり，平成２４年４月１日，公益財団法人に移行し

た。（甲１，４２，弁論の全趣旨） 

イ 被控訴人は，亡Ａの提唱により，宗教聖典及び生長の家教義に関する月

刊誌・書籍等の普及頒布事業等を行うことを目的として，昭和２６年５月

２５日に設立された財団法人であり，平成２６年４月１日，一般財団法人

に移行した。（弁論の全趣旨） 

  (2) 亡Ａによる本件原著作物の創作等 

ア 別紙２著作物目録記載１の「聖経 甘露の法雨」（以下「本件原著作物
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１」ともいう。）は，生長の家の創始者である亡Ａが創作した著作物（著

作物の種類：詩，著作物の内容又は体様：生長の家の基本真理をうたった

宗教詩）であり，その著作権登録（甲２）上「昭和１１年２月１日」を最

初に公表された年月日とするものである。 

本件原著作物１（詩編「甘露の法雨」）は，昭和１２年頃に発行された

「生命の實相」（亡Ａが，昭和５年に創刊した月刊雑誌「生長の家」に発

表した著作物の内容を整理し，順序立て，説明を補うなどして編纂した書

籍）中に収録されていた。 

本件原著作物１につき，昭和２１年１月８日に亡Ａから控訴人に著作権

（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む）の譲渡があったこと

を原因とする，昭和６３年４月２７日付け著作権の譲渡登録がある。（甲

２，１６，弁論の全趣旨） 

イ 別紙２著作物目録記載２の「聖経 天使の言葉」（以下「本件原著作物

２」ともいう。）は，亡Ａが創作した著作物（著作物の種類：詩，著作物

の内容又は体様：生長の家の基本真理をうたった宗教詩「甘露の法雨」の

続編その一）であり，その著作権登録（甲３）上「昭和２３年１２月１０

日」を最初に公表された年月日とするものである。 

本件原著作物２につき，昭和２３年１２月１０日に亡Ａから控訴人に著

作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む）の譲渡があった

ことを原因とする，昭和６３年４月２７日付け著作権の譲渡登録がある。

（甲３，弁論の全趣旨） 

ウ 別紙２著作物目録記載３の「聖経 続々甘露の法雨」（以下「本件原著

作物３」ともいう。）は，亡Ａが創作した著作物（著作物の種類：詩，著

作物の内容又は体様：生長の家の基本真理をうたった宗教詩「甘露の法雨」

の続編その二）であり，その著作権登録（甲４）上「昭和２５年１２月２

０日」を最初に公表された年月日とするものである。 
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本件原著作物３につき，昭和２５年１２月２０日に亡Ａから控訴人に著

作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む）の譲渡があった

ことを原因とする，昭和６３年４月２７日付け著作権の譲渡登録がある。

（甲４，弁論の全趣旨） 

  (3) 亡Ａの死亡等 

ア 亡Ａは，昭和６０年６月１７日死亡した。 

イ 亡Ａの相続人であるＣ（以下「Ｃ」という。昭和６３年４月２４日死亡），

Ｂ及びＤ（以下「Ｄ」という。）は，昭和６０年１２月１３日，亡Ａの遺

産について，同日付け遺産分割協議書添付の「第３遺産目録（著作権）」

（以下「本件遺産目録」という。）記載の著書及び録音テープに対する著

作権の共有持分２分の１をＣが，各４分の１をＢ及びＤがそれぞれ取得す

ることを含む遺産分割協議を行った。（乙４，２５，弁論の全趣旨。以下，

「本件遺産分割協議」という。） 

  (4) 「著作権使用契約書」（甲５１，５２）の作成等 

   ア 控訴人及び被控訴人は，権利者を控訴人，使用者を被控訴人とする，以

下の内容の記載された昭和６１年８月６日付け「著作権使用契約書」（甲

５１）にそれぞれ記名押印し，これを作成した。 

     第１条（権利保有の保証） 

         控訴人は，下記著作物の著作権を，その著作者から承継取得し，

現に，保有中であることを保証する。 

                 記 

亡Ａ 著 聖経「甘露の法雨」 

亡Ａ 著 聖経「天使の言葉」（録音版） 

     第２条（使用の許諾） 

         控訴人は，表記の著者名及び題名をもって表示せられる著作物

を録音物として複製・頒布するために，被控訴人に対し，この契
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約の条項に従って，表記の著作物を使用することを許諾する。 

     第３条（使用権の独占・複製・頒布権の専有） 

         被控訴人はこの契約に基づいて，表記の著作物の録音物として

の使用権を独占し排他的に複製・頒布するものとする。したがっ

て，控訴人はこの契約の存続する限り，同一又は明らかに類似と

認められる他の著作物を，録音物として被控訴人の許諾なくして

自ら又は他人をして他に転用若しくは複製・頒布することはでき

ないものとする。 

     第４条（契約期間） 

         この契約は，昭和６１年８月６日から昭和６４年８月５日まで

の満３年間とする。ただし，この契約は，当事者いずれか一方よ

り書面による廃棄の通告がない限り，順次自動的に表記の契約期

間ずつ延長せられるものとする。 

     第５条（製造・販売） 

         被控訴人は，著作物をカセットテープその他の体裁の録音物と

して複製し，国の内外を問わず，頒布することができる。 

        （以下略） 

     第７条（印税の支払） 

         被控訴人は，控訴人に対し，録音物の定価の１０％を印税とし

て支払う。 

         印税の計算は，録音物製品の製作された月の翌月末ごとに，計

算報告書を作成提出すると共に，控訴人の指定銀行口座へ振り込

む方法をとるものとする。 

     第１４条（特別の確認） 

         この契約は，本件著作物の著作権の帰属に関する既往の資料（控

訴人の寄付行為を含む）をもとに関係者が今般点検調査したこと
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に伴い，その帰属者が控訴人であることが判明したため，新たに，

控訴人，被控訴人間で締結されるに至った経緯に鑑み，被控訴人

が，従前，著作者本人ないしその相続人代表との間に契約を締結

し，これに基づき行ってきた録音物の製造頒布の業務は，善意無

過失の処理として，その効力は害されないものとし，被控訴人の

既往の処理を変更するなど特別の処置の必要は一切ないものとす

る。 

イ 控訴人及び被控訴人は，権利者を控訴人，使用者を被控訴人とする，以

下の内容の記載された昭和６１年８月６日付け「著作権使用契約書」（甲

５２。以下，前記アの「著作権使用契約書」（甲５１）と併せて，「本件

契約書」といい，その写しを併せて「本件契約書写」という。）にそれぞ

れ記名押印し，これを作成した。 

     なお，第２条（使用の許諾），第３条（使用権の独占・複製・頒布権の

専有），第４条（契約期間），第５条（製造・販売）については，甲５１

における上記アと同じである。 

     また，甲５２には，甲５１における第１４条に相当する条項は存しない。 

     第１条（権利保有の保証） 

         控訴人は，下記著作物の著作権を，その著作者から承継取得し，

現に，保有中であることを保証する。 

                 記 

亡Ａ 著 聖経「続々甘露の法雨」（録音版） 

     第７条（印税の支払） 

         被控訴人は，控訴人に対し，録音物の定価の１０％を印税とし

て支払う。 

         印税の計算は，録音物製品の製作された月の翌月末ごとに，計

算報告書を作成提出すると共に，控訴人の指定銀行口座へ振り込
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む方法をとるものとする。 

         ただし，宣伝用・贈呈用の無印税の部数は，１００巻とする。 

 (5) 亡Ａ又はその相続人らに対する印税の支払等 

  ア 被控訴人は，昭和５９年６月２８日，亡Ａとの間で，同人が被控訴人に

対し，本件原著作物１（「聖経 甘露の法雨」）を録音物として複製し，

頒布すること（頒布物の体裁はカセットテープ）を許諾し，被控訴人が亡

Ａに対し，印税として定価の２０％を，複製品を製作した月の翌月末に支

払うこと等を内容とする著作権使用契約を締結した（乙１。なお，控訴人

は乙１の成立を否認するものの，亡Ａ名下の印影が亡Ａの印章により顕出

されたものであることにつき争いはない。したがって，反証のない限り，

亡Ａの印影は同人の意思に基づいて顕出されたものと事実上推定されると

ころ，本件全証拠によるも，かかる反証があると認めることはできないか

ら，乙１は真正に成立したものと認められる。）。 

被控訴人は，昭和５９年８月頃以降，本件原著作物１を原著作物として

Ｅが口述した著作物をカセットテープに複製して，頒布しているが，亡Ａ

又はその相続人らに対し，「印税」として金銭を支払ってきた。（甲１１

の１・２，乙１，弁論の全趣旨） 

 イ 被控訴人は，亡Ａの死亡後である昭和６０年１１月１１日，亡Ａの相続

人代表であるＢとの間で，同人が被控訴人に対し，本件原著作物２（「聖

経 天使の言葉」（録音版））を複製し，頒布すること（頒布物の体裁は

カセットテープ）を許諾し，被控訴人が亡Ａの相続人らに対し，印税とし

て定価の２０％（印税配分は，Ｃ１０％，Ｂ５％，Ｄ５％）を複製品を製

作した月の翌月末に支払うこと等を内容とする著作権使用契約を締結した

（乙２）。 

被控訴人は，昭和６０年８月頃以降，本件原著作物２を原著作物として

Ｅが口述した著作物をカセットテープに複製して，頒布しているが，亡Ａ
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の相続人らに対し，「印税」として金銭を支払ってきた。（甲１２の１な

いし３，乙２，弁論の全趣旨） 

 ウ 被控訴人は，亡Ａの死亡後である昭和６１年８月１３日，亡Ａの相続人

代表であるＢとの間で，同人が被控訴人に対し，本件原著作物３（「聖経 

続々甘露の法雨」（録音版））を複製し，頒布することを許諾し，被控訴

人が亡Ａの相続人らに対し，印税として定価の２０％（印税配分は，Ｃ１

０％，Ｂ５％，Ｄ５％）を複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を

内容とする著作権使用契約を締結した（乙３，２４）。 

被控訴人は，昭和６１年８月頃以降，本件原著作物３を原著作物として

Ｅが口述した著作物をカセットテープに複製して，頒布しているが，亡Ａ

の相続人らに対し，「印税」として金銭を支払ってきた。（甲１３の１な

いし３，乙３，弁論の全趣旨） 

  (6) 前訴の経緯等 

ア 訴訟の提起 

(ア) 前訴第１事件  

控訴人は，亡Ａが戦前に創作した多数の著作物の集合体としての「生

命の實相」の著作権は，亡Ａが控訴人の設立者として行った寄附行為の

寄附財産であって，控訴人に帰属しているところ，控訴人は，「生命の

實相」に属する書籍をそれぞれ復刻した「初版革表紙 生命の實相 復

刻版」（以下「復刻版１」という。）及び「初版革表紙 生命の實相第

２巻「久遠の實在」復刻版」（以下「復刻版２」という。）について，

株式会社日本教文社（以下「日本教文社」という。）との間で昭和４９

年１月３１日付け著作権使用（出版）契約（以下「本件昭和４９年契約」

という。）を締結したが，印税に未払があるとして，日本教文社に対し，

未払印税２７４０万円の支払を求めるとともに，復刻版１に真実と異な

る著作権表示をしたとして，民法７２３条に基づく謝罪広告を求める訴
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えを提起した（東京地裁平成２１年（ワ）第６３６８号事件。前訴第１

事件）。（甲２４） 

                 (イ) 前訴第２事件 

 生長の家及び亡Ａの遺族であるＤは，控訴人及び株式会社光明思想社

（以下「光明思想社」という。）を被告として訴えを提起した（東京地

裁平成２１年（ワ）第１７０７３号事件。前訴第２事件）。 

 前訴第２事件の請求は，①亡Ａが戦前に創作した著作物である「生命

の實相〈黒布表紙版〉」（全２０巻）及び復刻版１について，生長の家

が亡Ａの共同相続人から著作権の遺贈及び売買による譲渡を受けたから，

上記著作物に係る著作権は生長の家に帰属する，②「古事記と日本国の

世界的使命－甦る「生命の實相」神道篇」と題する書籍（発行所：光明

思想社）は，控訴人及び光明思想社が「生命の實相〈黒布表紙版〉」の

第１６巻として出版された「神道篇 日本国の世界的使命」から「第１

章 古事記講義」を抜き出し，別の題号を付して共同で出版したもので

あるところ，第１６巻は戦後に「生命の實相」として出版された書籍か

ら亡Ａによって削除されているから，控訴人及び光明思想社による上記

書籍の出版は，生長の家の著作権（複製権）を侵害するとともに，亡Ａ

が存命であればその著作者人格権（同一性保持権）の侵害となるべき行

為に該当し，これにより亡Ａの声望が害された，③生長の家と控訴人は，

本件原著作物を含む書籍等について，生長の家がこれらの書籍の出版そ

の他の利用の管理を決定する旨の合意をしたなどとして，生長の家及び

Ｄにおいて控訴人及び光明思想社に対し，著作権法１１２条１項，２項

（Ｄにつき，更に同法１１６条１項）に基づき，上記②の書籍の出版等

の差止め及び廃棄を，民法７２３条又は著作権法１１５条及び１１６条

１項に基づき，謝罪広告の掲載を，生長の家において控訴人及び光明思

想社に対し，不法行為に基づく損害賠償を，生長の家において控訴人に
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対し，生長の家が復刻版１の著作権を有することの確認を，上記③の合

意に基づき，上記③の各書籍について生長の家の承諾なく，その出版権

の設定及び消滅を行うことの禁止を求めたものである。（甲２４） 

(ウ) 前訴第３事件 

日本教文社は，本件原著作物を含む書籍等について，控訴人との間の

出版契約に基づいて日本教文社が出版権の設定を受けたにもかかわらず，

控訴人及び光明思想社が，日本教文社に無断で，上記書籍等の一部につ

いて現に出版及び販売を行い，また，上記書籍等の一部について今後出

版を行うおそれがあるとして，控訴人に対し，日本教文社が本件原著作

物を含む書籍等について出版権を有することの確認を求めるとともに，

控訴人及び光明思想社に対し，本件原著作物を含む書籍の出版等の差止

を求める訴えを提起した（東京地裁平成２１年（ワ）第４１３９８号事

件。前訴第３事件）。（甲２４） 

    イ 前訴第１審判決 

東京地方裁判所は，前訴第１ないし第３事件を併合の上，平成２３年３

月４日，前訴第１事件の請求につき，控訴人が日本教文社に対し，５０万

円及びこれに対する平成２１年３月１２日から支払済みまで年５分の割合

による金員の支払を求める限度で控訴人の請求を認容し，その余は理由が

ないから棄却し，前訴第２事件の請求及び前訴第３事件の請求はいずれも

理由がないとして棄却する旨の判決を言い渡した（前訴第１審判決）。（甲

２４） 

            (ア) 前訴第１事件の本件昭和４９年契約に基づく未払印税請求に係る判

断の要旨 

              控訴人は，亡Ａが設立者として寄附行為を行い，昭和２１年１月８日

に設立されたものであるところ，控訴人は，控訴人の設立により，同日，

亡Ａから，亡Ａを著作者とする「生命の實相」の著作権の移転を受けた
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ものと認められる。 

      そして，控訴人の設立により，その基本資産となった「「生命の實相」

ノ著作権」の対象著作物である「生命の實相」は，戦前に「生命の實相」

の題号を付した書籍として出版された１０書籍（「生命の實相＜革表紙

版＞」（全１巻）（初版発行昭和７年１月１日），「久遠の實在」（副

題「生命の實相第２巻」）（初版発行昭和８年１２月２５日），「生命

の實相＜黒布表紙版＞」（全２０巻）（初版発行昭和１０年１月２５日

から昭和１６年１２月２５日），「生命の實相〈革表紙版（地・水・火・

風・空・教・行・信・證）〉」（全９巻）（初版発行昭和１０年１０月

１日から昭和１４年３月１５日），「生命の實相＜豪華大聖典＞」（全

１巻）（初版発行昭和１１年１１月２２日），「生命の實相＜縮刷中聖

典＞」（全１巻）（初版発行昭和１２年６月１日），「生命の實相＜ビ

ロード表紙版＞」（全９巻）（初版発行昭和１３年３月２０日から昭和

１４年３月１５日），「生命の實相＜菊版＞」（全１３巻）（初版発行

昭和１４年５月２０日から昭和１６年１０月１５日），「生命の實相＜

人造羊皮版＞」（全９巻）（初版発行昭和１４年１１月２０日から昭和

１５年６月２０日），「生命の實相＜満州版（乾・艮・兌・離）＞」（初

版発行昭和１８年８月１５日から昭和２０年５月５日））の全てである

と解されるところ，復刻版１は「生命の實相〈革表紙版〉」（全１巻）

の復刻版，復刻版２は「久遠の實在」（副題「生命の實相第２巻」）の

復刻版であるから，復刻版１及び２の著作権は，控訴人の設立により，

控訴人に帰属したものと認められる。 

      控訴人と日本教文社は，昭和４９年１月３１日，控訴人が日本教文社

に対し，控訴人が著作権を有する契約書添付の別紙一覧表に掲記された

著作物を出版するための独占的排他的使用権を設定し，日本教文社が控

訴人に対し出版時に定価の１０％を印税として支払う旨の契約（本件昭
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和４９年契約）を締結したことが認められ，復刻版１の復刻の元となっ

た「生命の實相〈革表紙版〉」（全１巻），復刻版２の復刻の元となっ

た「久遠の實在」（副題「生命の實相第２巻」）は，上記一覧表中に記

載された「生命の実相 全巻（各種各判）」に含まれるものと認められ

る。 

      したがって，日本教文社は，本件昭和４９年契約に基づいて，控訴人

に対し，①昭和５７年５月から平成２０年５月までの間に出版した復刻

版１の印税として合計２８２０万円の，②昭和５９年３月から同年５月

までの間に出版した復刻版２の印税として合計１２００万円の，合計４

０２０万円の支払義務を負ったものと認められるところ，このうち，２

７４０万円については，控訴人に対する支払をしていない。 

      日本教文社は，未払印税２７４０万円のうち復刻版１の１９版（平成

２０年５月１日出版）の未払印税５０万円分を除く２６９０万円につい

て消滅時効を主張し，これを援用したところ，商事債権の消滅時効期間

である５年が経過し，時効は完成しているから，控訴人の日本教文社に

対する上記２７４０万円の印税請求権のうち，消滅時効の援用に係る２

６９０万円については時効により消滅したものと認められる。 

      したがって，控訴人の日本教文社に対する復刻版１及び２についての

印税請求は，５０万円（復刻版１の１９版の未払分）及びこれに対する

平成２１年３月１２日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金

の支払を求める限度で理由がある。 

            (イ) 前訴第２事件に係る判断の要旨 

              生長の家は，復刻版１等について亡Ａの共同相続人から著作権の譲渡

を受けたと主張するが，復刻版１等の著作権は亡Ａから控訴人に移転し

たものであるから，生長の家の主張は前提を欠き，また，光明思想社が

出版した書籍は亡Ａの著作者人格権を侵害すると主張するが，同出版は
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亡Ａの意思を害しないものと認められる。 

      生長の家は，生長の家と控訴人とは，昭和６３年５月１０日，本件原

著作物を含む書籍について，生長の家においてその出版その他利用の管

理の決定を行うことを確認的に合意した旨主張するが，上記合意が成立

したことを認めるに足りる証拠はない。 

      したがって，生長の家及びＤの控訴人及び光明思想社に対する前訴第

２事件の請求はいずれも理由がない。 

            (ウ) 前訴第３事件に係る判断の要旨 

              日本教文社は，日本教文社，生長の家及び控訴人が，昭和６３年３月

２２日付け確認書（甲７）が作成されたのと同時期に，それまで亡Ａが

行っていた同確認書添付の「著作物の表示」に記載された各書籍の出版

に関する指揮・監督を，生長の家が全面的に引き継ぎ，爾後の出版につ

いては生長の家が一元的に管理すること，日本教文社は生長の家の指示

の下にその出版を行うこと，控訴人は，上記各書籍の出版によって発生

する著作権収入を取得し，これを基本財産として社会福祉事業を行うこ

と，上記各書籍の出版はすべて日本教文社において行うことを内容とす

る合意をした旨主張するが，かかる合意の事実を認めるに足りる証拠は

ない。 

              日本教文社と控訴人との間において，本件書籍について出版使用許諾

契約を締結したことが認められるものの，出版使用許諾契約における許

諾の内容が独占的排他的な出版権を設定するものであることを認めるに

足りる証拠はない。かえって，出版使用許諾契約に係る契約書１条に，

「甲（判決注・控訴人）は，乙（判決注・日本教文社）に対し，この契

約の表記の記載事項と約款に従い，本著作物に係る著作権を出版使用す

ることを，著作権法第６３条に基づき許諾する。」との規定があり，同

規定中に「著作権法第６３条に基づき」と明示されているとおり，同契
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約における許諾は，著作権法７９条の出版権を設定する内容のものでは

なく，同法６３条に基づく利用許諾にすぎないというべきであるから，

独占的排他的なものであるとはいえない。 

したがって，独占的排他的な出版権の設定を受けたとの日本教文社の

主張は採用することができない。 

       日本教文社は，出版権確認請求及び出版等の差止請求の対象書籍のう

ち，「生活改善の鍵」「希望実現の鍵」「人生調和の鍵」（前訴第１審

判決の別紙第３書籍目録記載３１，３３及び３４の書籍）については，

本件昭和４９年契約に基づき，独占的排他的な出版権を取得したものと

認められる。しかしながら，日本教文社は，控訴人に対し，復刻版１の

未払印税として１５４０万円の支払義務を負っていたところ，控訴人か

ら平成２１年１月１４日到達の内容証明郵便をもって，２週間以内にこ

れを支払うよう催告され，期限までに支払がないときは，本件昭和４９

年契約を将来に向かって解約する旨の意思表示をされたにもかかわらず，

これを支払わなかったのであるから，本件昭和４９年契約は控訴人の解

約により同月２９日以降効力を失ったものというべきである。 

  以上によれば，日本教文社の前訴第３事件に係る請求はいずれも理由

がない。 

   ウ 前訴第２審判決 

 前訴第１審判決に対し，生長の家，Ｄ及び日本教文社がそれぞれ控訴し，

控訴人も附帯控訴をした（知財高裁平成２３年（ネ）第１００２８号，１

００３９号事件。なお，控訴人の附帯控訴は，日本教文社に対し，債務不

履行又は不法行為に基づき，復刻版１の１８版及び１９版の誤った著作権

表示の訂正，弁護士費用及び誤った著作権表示による権利侵害状態につい

ての損害賠償を求めるものである。）。 

知的財産高等裁判所は，平成２４年１月３１日，各控訴及び附帯控訴に
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係る請求をいずれも棄却する旨の判決をした（前訴第２審判決）。（甲３

３） 

   エ 上告棄却決定等 

  前訴第２審判決に対し，生長の家，Ｄ及び控訴人はそれぞれ上告及び上

告受理申立てをした（最高裁平成２４年（オ）第８３０号，平成２４年（受）

第１００６号事件）。 

最高裁判所は，平成２５年５月２７日，上告を棄却し，本件を上告審と

して受理しない旨の決定をした。（当裁判所に顕著） 

  (7) 被控訴人による消滅時効の援用 

   ア 主位的請求について 

     被控訴人は，平成２６年１０月２９日の本件弁論準備手続期日において，

控訴人に対し，「著作権使用契約書」（甲５１，５２）に基づく印税請求

権のうち，控訴人が被控訴人にその履行を請求した平成２４年１０月９日

の５年前までに発生した請求権について，消滅時効期間である５年が経過

したとして，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。（当裁判所に顕著） 

   イ 予備的請求について 

    (ア) 不法行為に基づく損害賠償請求について 

      被控訴人は，平成２６年１０月２９日の本件弁論準備手続期日におい

て，控訴人に対し，不法行為に基づく損害賠償請求権のうち，控訴人が

本訴を提起した平成２３年１１月１７日の３年前までに発生した請求権

について，消滅時効期間である３年が経過したとして，消滅時効を援用

する旨の意思表示をした。（当裁判所に顕著） 

    (イ) 不当利得返還請求について 

      被控訴人は，平成２６年１０月２９日の本件弁論準備手続期日におい

て，控訴人に対し，不当利得返還請求権のうち，控訴人が本訴を提起し

た平成２３年１１月１７日の１０年前までに発生した請求権について，
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消滅時効期間である１０年が経過したとして，消滅時効を援用する旨の

意思表示をした。（当裁判所に顕著） 

 ４ 争点 

(1) 控訴人は本件原著作物の著作権を有するか否か（争点１） 

(2) 主位的請求について 

ア 控訴人と被控訴人との間で本件契約書（甲５１，５２）記載の内容の著

作権使用契約が成立したか否か（争点２－１） 

イ 著作権使用契約が成立した場合，同契約が合意解約されたか否か（争点

２－２） 

ウ 未払印税債権の額（争点２－３） 

エ 消滅時効の成否（争点２－４） 

 (ア) 各未払印税債権につき消滅時効期間が経過したか否か（争点２－４

－１） 

 (イ) 時効の中断の有無（争点２－４－２） 

 (ウ) 時効援用権の喪失又は濫用の有無（争点２－４－３） 

  (3) 予備的請求について 

   ア 控訴人と被控訴人との間で，本件カセットテープの複製・頒布に係る許

諾契約が成立したか否か（争点３－１） 

   イ 不法行為による損害賠償請求権の有無（争点３－２） 

    (ア) 著作権侵害につき被控訴人の故意又は過失の有無（争点３－２－１） 

(イ) 損害の発生及びその額（争点３－２－２） 

(ウ) 消滅時効の成否（争点３－２－３） 

     ａ 時効の中断の有無（争点３－２－３－１） 

     ｂ 時効援用権の喪失又は濫用の有無（争点３－２－３－２） 

   ウ 不当利得返還請求権の有無（争点３－３） 

    (ア) 利得の有無及びその額（争点３－３－１） 
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    (イ) 消滅時効の成否（争点３－３－２） 

     ａ 時効の中断の有無（争点３－３－２－１） 

     ｂ 時効援用権の喪失又は濫用の有無（争点３－３－２－２） 

第３ 争点に関する当事者の主張 

 １ 争点１（控訴人は本件原著作物の著作権を有するか否か）について 

 〔控訴人の主張〕 

 (1) 本件原著作物１（「聖経 甘露の法雨」）が，戦前に各版として発行され

てきた亡Ａの著作物「生命の實相」に含まれることは明らかであり，本件原

著作物１に係る著作権は，著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含め

て，控訴人の設立日である昭和２１年１月８日に，亡Ａの寄附行為により控

訴人に帰属した。 

また，本件原著作物２（「聖経 天使の言葉」）及び本件原著作物３（「聖

経 続々甘露の法雨」）は，本件原著作物１と内容的連続性ないし一体性を

有するものであり，本件原著作物２及び３に係る著作権は，著作権法２７条

及び２８条に規定する権利を含めて，それぞれその初版発行日（本件原著作

物２につき昭和２３年１２月１０日，本件原著作物３につき昭和２５年１２

月２０日）に亡Ａから控訴人に譲渡（寄附）され，控訴人に帰属するに至っ

た。 

  (2) 被控訴人は，本件遺産目録の記載を根拠に，本件カセットテープを複製・

頒布する権利は亡Ａの相続人らに留保されている旨主張する。 

    しかしながら，本件遺産分割協議は，亡Ａらの相続人らが行ったものにす

ぎず，本件原著作物に係る著作権を有する控訴人が行ったものではないから，

これにより，本件原著作物に係る著作権の帰属が決まるものではない。控訴

人が有する本件原著作物に係る著作権は，録音物を複製・頒布する権利を除

くというような制限付きのものではなく，上記のとおり，著作権法２７条及

び２８条に規定する権利を含む，原著作物に係る著作権の全てである。 
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〔被控訴人の主張〕 

(1) 否認ないし争う。 

(2) 亡Ａは，控訴人の設立趣意書において，「恒久的流動資金として「生命の

實相」の著作権収入を寄付行為す。」としていたのであり，亡Ａが寄附行為

により控訴人に移転した権利は，著作権ではなく「著作権収入」であり，移

転の対象となる書籍も「生命の實相」であって，本件原著作物ではない（乙

２０，２１，２２等）。 

(3) 亡Ａの生前，「生命の實相」を含め同人の著作物の出版については，亡Ａ

が編成や体裁，書体に至るまで事細かに指示し，印税の支払先もその一存で

決定しており，契約書等の作成はされていなかったため，著作権の帰属や印

税の支払等に関してあいまいな状況にあった。そこで，亡Ａの死後，同人の

著作物に係る著作権の帰属等に関し，亡Ａの相続人ら，生長の家及び控訴人

の間で，協議や調整が行われ，本件遺産目録（乙４）や控訴人と亡Ａの相続

人らとの間における昭和６３年３月２２日付け確認書（甲７，乙１８。以下

「本件確認書」という。）が作成されたものである。 

本件遺産目録には，亡Ａの遺産として「録音テープ」の項目があり，「１

２７ 聖経甘露の法雨」，「１２９ その他被相続人を著作者とする一切の

言語の著作物」が挙げられている。これに対し，本件確認書には，録音テー

プに関する記載は一切ない。 

本件遺産目録及び本件確認書の記載，並びにこれらの作成の経緯に照らせ

ば，仮に，控訴人に本件原著作物の著作権が譲渡されていたとしても，本件

カセットテープの複製や頒布に係る権利については，亡Ａの相続人らに留保

されていたものと解すべきである。 

 ２ 主位的請求について 

(1) 争点２－１（控訴人と被控訴人との間で本件契約書（甲５１，５２）記載

の内容の著作権使用契約が成立したか否か）について 
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〔控訴人の主張〕 

ア 被控訴人は，昭和６１年８月６日，控訴人との間で，本件原著作物１（「聖

経 甘露の法雨」）及び本件原著作物２（「聖経 天使の言葉」）につき，

著作権使用契約を締結し（甲５１），本件原著作物１及び２を録音物とし

て複製・頒布するために使用することの許諾を受ける対価（印税）として，

控訴人に対し，録音物の定価の１０％を，録音物の製品の製作された月の

翌月末ごとに支払うことを約した。 

また，被控訴人は，同日，控訴人との間で，本件原著作物３（「聖経 続々

甘露の法雨」）につき，著作権使用契約を締結し（甲５２），本件原著作

物３を録音物として複製・頒布するために使用することの許諾を受ける対

価（印税）として，控訴人に対し，録音物の定価の１０％を，録音物の製

品の製作された月の翌月末ごとに支払うことを約した（以下，控訴人の主

張する両著作権使用契約を併せて「本件著作権使用契約」という。）。 

   イ 控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契約が成立したことは，以下

の点から明らかである。 

(ア) 本件契約書（甲５１及び５２）が真正に成立したものであることに

つき，当事者間に争いはない。 

そして，本件契約書を作成した後，控訴人及び被控訴人がこれを白紙

に戻したり，無効にしたりすることについて合意したことを証する書面

はない。 

            (イ) 本件著作権使用契約が締結された経緯は以下のとおりである。 

すなわち，生長の家の顧問であるＦ弁護士（以下「Ｆ弁護士」という。）

の作成に係る鑑定書（甲１６）及び意見書（甲１７）が提出されたこと

により，本件原著作物の著作権が控訴人に帰属することが生長の家の関

係者の間で決着した（甲３５）。 

そこで，控訴人及び被控訴人を含め関係者間において，Ｆ弁護士の法
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的見解に沿って，本件原著作物の著作権者が控訴人であることを明確に

し，それまでの被控訴人による本件カセットテープの無断での複製・頒

布行為をいわば不問に付すための善後策を講じること等の必要性が認識

され，本件著作権使用契約が締結されたものである。かかる経緯は，契

約書（甲５１）に１４条の規定が設けられていることからも明らかであ

る。 

本件著作権使用契約締結の直前である昭和６１年８月４日には，Ｆ弁

護士から契約書の原案が示され（甲４９，５０），これを基にして，被

控訴人が印字したものが本件契約書（甲５１，５２）である。 

    (ウ) 「覚書」（甲６５）及び「方針協議書」（甲６６）は，本件契約書

等（甲４９ないし５２）及びかつて控訴人の事務長であったＧ作成の報

告書（甲６７の１・２，甲６８の１・２）とともに同封されて，控訴人

の倉庫で保管されていた資料である。 

本件契約書と同じ昭和６１年８月６日付けで作成された「覚書」（甲

６５）には，「本件原著作物１及び２について，今後はその著作権帰属

者である控訴人が，被控訴人との間で，著作権使用契約を締結し，印税

は控訴人に支払われることにつき亡Ａの相続人であるＢは異存がない」

旨の記載があり，控訴人及び被控訴人の各代表者の記名，代表者印及び

団体印の各押印がされている。 

上記のように，控訴人と被控訴人との間では，本件原著作物に係る印

税は，爾後は控訴人に支払うことが合意されていたのであり，控訴人と

被控訴人との間で，本件契約書のとおり本件著作権使用契約が締結され

たものと認められるべきである。 

   ウ 被控訴人の主張について 

    (ア) 被控訴人は，本件契約書の作成日である昭和６１年８月６日の１週

間後である同月１３日に，被控訴人とＢとの間で，本件原著作物３につ
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いて著作権使用（複製・頒布）契約書（乙３）が作成されたことを根拠

に，本件契約書には効力がない旨主張する。 

              しかしながら，Ｂは，本件原著作物に係る著作権者ではなく，単に，

著作者の相続人の一人にすぎない。被控訴人が，著作権者ではない者と

の間で上記契約書（乙３）を作成したからといって，本件契約書の効力

に何らの影響も及ぼさない。 

            (イ) 被控訴人が本件原著作物に係る印税をＢに支払ってきたとの点も，

被控訴人が控訴人の預かり知らないところで，被控訴人の判断により，

Ｂらに対して印税と称する金員を支払っていたというにすぎない。 

控訴人は，被控訴人によるＢらへの印税の支払を控訴人に対する印税

の支払に相当するものとして承認したり，Ｂらへの支払により控訴人に

対する印税の支払義務を免除したりしたことは一切ない。 

(ウ) 被控訴人は，被控訴人の理事長であり控訴人の理事長も兼務してい

たＨ（以下「Ｈ」という。）が，生長の家の常任理事会に本件カセット

テープの複製計画書を提出し，承認を得ていたこと，控訴人の理事長で

あり，生長の家の理事でもあったＩ（以下「Ｉ」という。）は上記経過

を認識していたにもかかわらず，異議を述べなかったことは，控訴人に

おいて，被控訴人が本件カセットテープの印税をＢらに支払うことを承

認していたことの証左である旨主張する。 

しかしながら，Ｈが被控訴人の理事長として作成し，生長の家に提出

した書面（乙５ないし１６の各枝番）は，あくまでも被控訴人の作成に

係る書面であって，控訴人が作成したものではない。また，同書面中に

は，本件カセットテープの印税がＢに支払われることを前提とする複製

計画案など添付されていない。そもそも，財団法人である控訴人が，そ

の基本財産である本件原著作物の著作権に関し，被控訴人が主張するよ

うな印税の放棄や第三者への譲渡に等しい行為を行うとすれば，これを



- 24 - 

理事長の一存で行うことはできず，機関決定が必要であるが，このよう

な決定がされた事実はない。 

   (エ) 控訴人は，昭和６１年当時においても，被控訴人に対し，本件カセッ

トテープの複製・頒布について，繰り返し抗議をし，契約の締結と印税

の支払を要求していた（甲５１の１４条参照，甲５８）。 

     その後も，控訴人は，被控訴人との間で，遅くとも平成１６年以降，

本件カセットテープの複製・頒布について，著作権の使用及び印税の支

払に関する問題があることを前提として，被控訴人と交渉してきた（甲

９，１０，甲１８ないし２２）。 

     被控訴人もかかる交渉に応じていたが，仮に，被控訴人が主張するよ

うに，控訴人が，昭和６１年８月頃，被控訴人に対して本件カセットテー

プの複製・頒布を許諾した事実があったとすれば，被控訴人が控訴人と

の間で上記のような交渉を行うはずがない。 

〔被控訴人の主張〕 

ア 否認する。 

控訴人の主張する本件著作権使用契約は成立していない。 

イ 被控訴人は，本件契約書が，控訴人及び被控訴人双方の記名押印によっ

て作成されたものであることについては争わない。 

しかしながら，以下の事情に照らせば，本件契約書は一旦作成されたも

のの，控訴人及び被控訴人間の協議により，すぐに白紙に戻されたもので

あることが明らかである。 

したがって，本件契約書は，契約書としての効力を有しないものである

から，本件契約書を根拠に，控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契

約が成立したとの事実を認めることはできない。 

(ア) 本件契約書の原本が存在しないこと 

  控訴人は，本件契約書の原本を保有しておらず，本件契約書写につい
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ても，本訴の提起後に控訴人の事務所の建替工事に伴って保管物を整理

した際，偶然に発見されたということである。 

  本件契約書写が本訴において書証として提出された後，被控訴人にお

いても，その保有する契約書類等を調査したが，原本も写しも発見する

ことはできなかった。 

  著作権使用契約に係る契約書は重要な書類であって，当事者間におい

て有効と考えられている契約書の原本を，当事者双方が同じように紛失

するなどということは有り得ないことである。 

  したがって，控訴人及び被控訴人の双方が本件契約書の原本を保持し

ていないのは，本件契約書は一旦作成されたものの，その後，控訴人及

び被控訴人において，これが有効な契約書として成立していないことが

確認され，それに伴い，双方において契約書を破棄することになったた

めと推認される。 

(イ) 被控訴人とＢとの間の著作権使用契約（乙３）の締結 

被控訴人は，昭和６１年８月１３日，亡Ａの相続人代表であるＢとの

間で，本件原著作物３について，著作権使用契約（乙３）を締結した。 

 被控訴人が，本件契約書（甲５１，５２）の作成日である昭和６１年

８月６日のわずか１週間後に，本件原著作物３について，Ｂとの間で著

作権使用契約（乙３）を締結していることからすれば，生長の家，控訴

人，被控訴人及び日本教文社の４者による協議により，本件カセットテー

プに係る著作権は亡Ａの相続人らに帰属し，その印税は亡Ａの相続人ら

が受領するとの調整がされ，控訴人及び被控訴人がこれを受け入れて，

一旦作成した本件契約書（甲５１，５２）を白紙に戻したものと認めら

れるべきである。 

(ウ) 本件契約書の作成後における印税の支払状況 

被控訴人は，本件原著作物３に係るカセットテープを昭和６１年８月
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１５日から頒布しているが，その印税については，亡Ａの相続人らに対

して支払っており，控訴人に対しては一切その支払をしていない。 

また，被控訴人は，本件原著作物１及び２に係るカセットテープの印

税についても，本件契約書（甲５１）の作成日以降もその支払先を控訴

人に変更することなく，従来通り，亡Ａの相続人らに対して支払ってお

り，控訴人に対しては一切その支払をしていない。 

被控訴人は，乙１ないし３の契約書に基づいて，本件カセットテープ

の発行の都度，亡Ａ又はその相続人らに対して印税を支払っており，そ

の支払の事実は支払明細書として正確に記録されてきた（乙３１の１な

いし３，乙３８の１ないし２６，乙４６の１・２，乙４７，乙４８の１

ないし４）。 

  被控訴人が，本件契約書が作成された後も，一度も控訴人に対して印

税を支払っていないのは，本件契約書（甲５１，５２）は，一旦作成さ

れた後すぐ反故にされたためであると推認される。 

    (エ) 控訴人から被控訴人に対し，本件著作権使用契約に基づく印税の支

払請求がされたことはないこと 

被控訴人は，控訴人から，本件著作権使用契約に基づく印税の支払請

求を受けたことはない。控訴人の平成２４年１０月９日付け準備書面

（４）において初めて，控訴人から，本件著作権使用契約に基づく印税

の支払請求を受けたものである。 

また，被控訴人は，本件カセットテープの発売に関する宣伝広告活動

を大々的に行うとともに，その宣伝広告文が掲載された書籍等や本件カ

セットテープの献本品を控訴人に送付するなどして，公然とその発行を

開始し，継続してきたが（乙３９の１ないし４，乙４０の１・２，乙４

１ないし４４，乙４５の１・２），控訴人から本件カセットテープにつ

いて印税等の請求を受けたことはない。 
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控訴人において，本件契約書写に係る契約が有効に成立していると認

識していたのであれば，その原本の有無にかかわらず，本件著作権使用

契約に基づく印税の支払請求をしたはずであるが，控訴人はかかる請求

をしなかったのであるから，控訴人も，本件著作権使用契約が成立した

とは考えていなかったものと推認される。 

(オ) 本件契約書の作成当時，著作権の帰属問題は未解決の状態にあった

こと 

  Ｆ弁護士から昭和６１年７月５日付け鑑定書（甲１６）と同月２５日

付け意見書（甲１７）が提出されたものの，同月２９日に開催された生

長の家の常任理事会では，Ｆ弁護士の意見書等に基づいて本件カセット

テープに関する契約関係を調整する旨の決議はされず，かえって，「「甘

露の法雨」の著作権の帰属者と，お守り「甘露の法雨」（仏語訳）の発

行について」の議題に関し，「なお，この提案に関連し「Ａ先生の著作

物の著作権の帰属と印税等の諸問題」について，さらに専門家の意見を

聞くことが確認された。また，本部，生長の家社会事業団，日本教文社，

世界聖典普及協会の四者で協議するよう理事長が勧告することとなっ

た。」とされている（甲３５）。これは，上記常任理事会の開催時にお

いては，著作権の帰属と印税等の諸問題が未だ解決しておらず，その解

決に向け他の専門家の意見を聞き，生長の家，日本教文社，控訴人及び

被控訴人の４者で協議することが必要とされる状態にあったことを示す

ものである。 

  実際に，上記常任理事会の後，専門家の意見が求められ，昭和６１年

１０月１４日付けでＪ弁護士（以下「Ｊ弁護士」という。）作成の意見

書（乙２３）が，昭和６２年１０月１９日付けでＪ弁護士ら作成の鑑定

意見書（甲３６）が，同年１１月３０日付けでＫ弁護士（以下「Ｋ弁護

士」という。）の鑑定意見書（甲３４）がそれぞれ作成されている。 
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  以上の経過に照らせば，本件契約書（甲５１，５２）の作成日である

昭和６１年８月６日の時点においては，関係者の間で本件原著作物に係

る著作権の帰属問題は未解決の状態にあったことが明らかである。 

(カ) 「覚書」（甲６５）について 

「覚書」（甲６５）は，控訴人，被控訴人及び亡Ａの相続人代表であ

るＢを当事者とするものであり，①乙１及び２に係る契約を合意解約す

ること，②乙１及び２に係る契約の合意解約前に同契約に基づいてされ

た個々の処理の有効性に変更はないものとすること，③覚書作成後は控

訴人と被控訴人との間で著作権使用契約を締結し，印税は控訴人に支払

われることについて，Ｂに異存はないこと等を内容とするものである。 

「覚書」の上記内容に照らせば，これが控訴人，被控訴人及びＢの三

者間で締結された後に，控訴人と被控訴人との間で，本件契約書（甲５

１，５２）が作成されることになっていたものと考えられる。 

しかるに，「覚書」（甲６５）にはＢの押印がないことからして，「覚

書」に係る契約が，控訴人，被控訴人及びＢの三者間で締結されたとは

認められない。 

本件著作権使用契約の成立の前提となる「覚書」（甲６５）が有効な

契約として成立していない以上，本件契約書（甲５１，５２）に控訴人

及び被控訴人の記名・押印があることをもって，本件著作権使用契約が

有効に成立したと認めることはできないというべきである。 

  (キ) 生長の家の常任理事会における承認 

被控訴人は，Ｂの指示により，平成９年７月から平成１１年８月まで，

本件カセットテープの複製計画案を生長の家の常任理事会に提出し，そ

の承認を得ていた。 

その当時の被控訴人の理事長であったＨは，平成７年１月から平成１

０年１１月までは，控訴人の理事長も兼務していたから，控訴人は，被
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控訴人が乙１ないし３に係る契約に基づいて本件カセットテープを複

製・頒布し，その印税をＢらに支払うことを異議なく承認していたもの

というべきである（乙５ないし乙１６の各枝番）。 

  また，控訴人の理事長であったＩは，平成６年６月から平成１２年５

月まで，生長の家の理事に就任しており，上記常任理事会に出席して議

事録にも署名押印しているから，上記経過を承知していた。 

 これらの状況にありながら，控訴人は，被控訴人に対し，印税の取り

扱いについて，一切の異議を述べたことはなかった。 

(ク) 入金台帳を作成していなかったこと 

控訴人は，本件カセットテープの印税に関する入金台帳を作成してお

らず，本件契約書（甲５１，５２）に基づく印税収入を予定していたと

は認められない。 

(2) 争点２－２（著作権使用契約が成立した場合，同契約が合意解約されたか

否か）について 

          〔被控訴人の主張〕 

            仮に，控訴人と被控訴人との間で本件契約書が作成されたことにより，本

件著作権使用契約が成立したと認められるとしても，前記(1)の被控訴人の主

張イ(ア)ないし(ク)の事情に照らせば，本件著作権使用契約は，乙３の契約

書が作成された昭和６１年８月１３日頃，控訴人と被控訴人との間で合意解

約されたというべきである。 

  〔控訴人の主張〕 

    否認ないし争う。 

  (3) 争点２－３（未払印税債権の額）について 

  〔控訴人の主張〕 

    控訴人は，本件著作権使用契約に基づき，被控訴人に対し，同人が昭和６

１年８月６日以降に複製頒布した本件カセットテープについて，録音物製品
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の製作された月の翌月末ごとに，定価の１０％に相当する額の印税支払請求

権を有する。 

    被控訴人が昭和６１年８月６日以降平成２０年２月までに製作した本件カ

セットテープに係る印税額は，別紙１請求金額目録記載のとおり，合計２２

２２万２３００円である。 

  〔被控訴人の主張〕 

    否認ないし争う。 

(4) 争点２－４（消滅時効の成否）について 

  ア 争点２－４－１（各未払印税債権につき消滅時効期間が経過したか否か）

について 

  〔被控訴人の主張〕 

    本件著作権使用契約に基づく印税債権は，商事債権であるから，その消

滅時効期間は５年である。 

  〔控訴人の主張〕 

控訴人及び被控訴人は，いずれも財団法人であって商人ではなく，また，

営利事業を営むことは許されないから，本件著作権使用契約に基づく印税

債権は，商事債権には該当しない。 

したがって，その消滅時効期間は１０年である。 

  イ 争点２－４－２（時効の中断の有無）について 

  〔控訴人の主張〕 

 (ア) 債務承認１ 

被控訴人は，平成２０年７月１７日頃，本件カセットテープに係る未

払印税について，「著作物使用（複製・頒布）契約書」（甲１８）を浄

書し，控訴人に対して交付した。 

     上記契約書には，「昭和５９年７月以降，本契約前まで，控訴人の権

利を侵害したことについて，被控訴人は謹んで謝罪するとともに，同月
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初版発行以降の既発行物の印税を平成２０年７月末までに一括して控訴

人に支払う」旨の記載がある（１７条）。 

これは，被控訴人による債務承認に該当し，これにより消滅時効は中

断した。 

なお，被控訴人は，契約書案（甲１８）の修正経過が被控訴人が著作

権侵害を前提とする契約書案に対して明確に異議を述べてきたことを示

すものであるなどと主張するが，被控訴人が控訴人との交渉に応じて，

契約書案について対案を示したり，契約書案の文言を修正したりするこ

と自体が，被控訴人による債務承認に該当するというべきである。 

   (イ) 債務承認２ 

平成２０年１０月１７日付け「念書」（甲２０）は，控訴人と被控訴

人との間で，正式に調印されてはいないが，同書面に記載された内容に

つき，控訴人と被控訴人との間で事実上合意がされた。 

   すなわち，被控訴人は，控訴人に対し，①被控訴人の不注意により，

昭和５９年７月以降，本契約前まで，控訴人の権利を侵害したことにつ

いて，被控訴人は，謹んで謝罪するとともに，同月初版発行以降の既発

行物の印税の支払について，被控訴人は控訴人に対して誠実に対処する

ことを約し，②平成２０年１０月１日付けで本件原著作物の各カセット

テープの複製・頒布に関する契約を締結することを前提として，初版発

行以降の既発行物の未払印税のうち，法的諸問題が生起することを勘案

して，５年以内に２００万円を支払う旨を表明した。 

     これは，被控訴人による債務承認に該当し，これにより消滅時効は中

断した。 

また，被控訴人が控訴人との間で「念書」（甲２０）について推敲し

たり，議論したりしたこと自体が，被控訴人による債務承認に該当する

というべきである。 
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   (ウ) 債務承認３ 

平成１６年から平成１９年頃にかけて，被控訴人の当時の理事長であ

るＬ（以下「Ｌ」という。）は，控訴人に対し，本件カセットテープに

係る未払印税債務の支払を約束する言動をしていた。 

これは，被控訴人による債務承認に該当し，これにより消滅時効は中

断した。 

 (エ) 一部弁済 

被控訴人は，控訴人に対し，本件カセットテープに係る印税債務の一

部の代物弁済として，①平成２０年１１月，デル社製のデスクトップ型

パソコン「ＤＥＬＬ Ｖｏｓｔｒｏ（ＴＭ）２００スリムタワー」２台

とモニター等附属品（合計１１万４４６０円相当）を，②平成２１年２

月，デル社製のデスクトップ型パソコン「ＤＥＬＬ Ｖｏｓｔｒｏ１５

１０」３台（合計約２１万円相当）を，③平成２３年４月２７日，ヒュー

レット・パッカード社製のパソコン「ＨＰ Ｃｏｍｐａｑ ６０００ Ｐ

ｒｏ Ａｉｏ」３台（合計約２４万円相当）を，それぞれ引き渡した。 

     上記代物弁済は，被控訴人による債務承認に該当し，これにより，消

滅時効は中断した。 

  〔被控訴人の主張〕 

   (ア) 否認ないし争う。 

   (イ) 債務承認１について 

   「著作物使用（複製・頒布）契約書」（甲１８）は，控訴人において，

「著作物使用（複製・頒布）契約書」（甲９）を基に，同人が希望する

文言・条項を加入修正したものにすぎず，被控訴人はその作成に関わっ

ていない。 

   被控訴人としては，本件カセットテープに関し，控訴人と契約を締結

する必要はないものと考えていたが，仮に契約書を作成するとしても，
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被控訴人が修正した契約書案（甲１８）を受け入れることはできなかっ

た。 

そこで，対案として被控訴人の契約書案（乙４９）を控訴人に示し，

その後も，被控訴人の修正の申入れを受けて，控訴人から，修正案（甲

２１，２２）が示されるなどした。 

上記の契約書案の修正経過は，被控訴人が著作権侵害を前提とする契

約書案に対して明確に異議を述べ，控訴人がこれに応ずる姿勢を示して

きたことを示すものである。 

   (ウ) 債務承認２について 

     「念書」（甲２０）は，控訴人が一方的に作成したものにすぎず，被

控訴人はその作成に全く関与していない。 

     被控訴人は，著作権の侵害があったことを前提とする上記書面の作成

に応じていない。 

被控訴人が，控訴人との打合せの経過においてその内容に同意するこ

とを明言したり，表明したりしたこともない。 

   (エ) 債務承認３について 

     被控訴人の理事長であったＬが，控訴人に対し，本件カセットテープ

に関する印税債務の支払を約したことはない。 

被控訴人が，控訴人の要求した契約書（甲１８）や「念書」（甲２０）

等の作成に応じていないことからも明らかである。 

   (オ) 一部弁済について 

   被控訴人が，控訴人に対し，平成２１年２月にパソコン３台を，平成

２３年４月にパソコン３台を，それぞれ提供したことは事実である。 

しかしながら，かかるパソコンの提供は，本件カセットテープに関す

る債務の一部に対する代物弁済としてされたものではない。 

控訴人の運営する神の国寮の要保護児童の支援のために貸与したもの
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である（乙３７の１・２）。 

     なお，控訴人が平成２０年１１月に提供を受けたとするパソコン２台

は，控訴人の依頼により被控訴人がその発注を手伝ったにすぎず，控訴

人がその購入代金を取扱店に直接支払っている（乙５６の１・２）。 

 ウ 争点２－４－３（時効援用権の喪失又は濫用の有無）について 

  〔控訴人の主張〕 

(ア) 前記イの控訴人の主張(ア)ないし(エ)記載のとおり，被控訴人は，

消滅時効期間の経過後に債務を承認したことにより，時効援用権を喪失

した。 

(イ) また，前記イの控訴人の主張(ア)ないし(エ)記載の被控訴人の行為

は，控訴人に対し，被控訴人が本件カセットテープに係る印税債務の存

在を認めているものと確信させる行為である。 

したがって，控訴人において権利行使を怠ったということはできず，

被控訴人による消滅時効の援用は権利濫用にわたるものとして許されな

いというべきである。 

  〔被控訴人の主張〕 

    否認ないし争う。 

前記イの被控訴人の主張(イ)ないし(オ)記載のとおり，被控訴人が控訴

人に対し，債務の承認に該当する行為を行ったことはない。 

３ 予備的請求について 

 (1) 争点３－１（控訴人と被控訴人との間で，本件カセットテープの複製・頒

布に係る許諾契約が成立したか否か）について 

〔被控訴人の主張〕 

 ア 控訴人は，被控訴人に対し，本件カセットテープの複製・頒布について，

以下のとおり，明示又は黙示に許諾した（以下，被控訴人の主張する著作

権使用許諾契約を「本件許諾契約」という。）。 
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  (ア) 本件原著作物１に係るカセットテープ 

    許諾の時期 被控訴人と亡Ａとの間で「著作権使用（複製・頒布）契

約書」（乙１）が作成された昭和５９年６月２８日頃，

又は被控訴人とＢとの間で「著作権使用（複製・頒布）

契約書」（乙３）が作成された昭和６１年８月１３日頃 

    許諾の期間 生長の家の文書伝道のために必要とされる期間（乙１な

いし３に係る契約が存続している全期間） 

    印税支払先 亡Ａないしその相続人ら 

  (イ) 本件原著作物２に係るカセットテープ 

    許諾の時期 被控訴人とＢとの間で「著作権使用（複製・頒布）契約

書」（乙２）が作成された昭和６０年１１月１１日頃，

又は被控訴人とＢとの間で「著作権使用（複製・頒布）

契約書」（乙３）が作成された昭和６１年８月１３日頃 

    許諾の期間 生長の家の文書伝道のために必要とされる期間（乙１な

いし３に係る契約が存続している全期間） 

    印税支払先 亡Ａの相続人ら 

  (ウ) 本件原著作物３に係るカセットテープ 

    許諾の時期 被控訴人とＢとの間で「著作権使用（複製・頒布）契約

書」（乙３）が作成された昭和６１年８月１３日頃 

    許諾の期間 生長の家の文書伝道のために必要とされる期間（乙１な

いし３に係る契約が存続している全期間） 

    印税支払先 亡Ａの相続人ら 

イ 前記２(1)の被控訴人の主張イ(ア)ないし(ク)の事情によれば，控訴人は，

乙１ないし３の契約書に係る契約を有効なものと認め，同契約に基づいて，

被控訴人が本件カセットテープを複製・頒布し，その印税を亡Ａ又はその

相続人らに対して支払うことを明示又は黙示に許諾していたものと認めら
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れるべきである。 

〔控訴人の主張〕 

ア 否認する。 

控訴人が，被控訴人に対し，本件原著作物の複製や頒布について許諾し

た事実はない。 

イ 控訴人が被控訴人の主張する本件許諾契約を締結したとすれば，それは，

控訴人の寄附行為上，「基本資産の処分」に該当し，理事会決議及び主務

官庁の承認を要することになる（甲４１の６条）。 

しかしながら，控訴人において，かかる許諾について理事会決議や主務

官庁の承認を得た事実はない。控訴人が，寄附行為に定められた手続を経

ることなく本件許諾契約を締結することはあり得ない。 

また，仮に，控訴人が本件許諾契約を締結したのであれば，被控訴人は，

亡Ａの相続人らへの印税の支払を，その都度，控訴人に開示しなければな

らないし，控訴人は，毎年の会計報告等でその「寄附」の内容を対内的に

も対外的にも明らかにしなければならないはずである。 

しかしながら，被控訴人は，本訴において，印税支払明細書（乙３８の

１ないし２６等）を提出するまで，控訴人に対し，亡Ａ又はその相続人ら

に対する印税の支払について一切報告をせず，したがって，控訴人におい

ても，亡Ａ又はその相続人らに対する印税の支払を「寄附」として会計処

理したり，監督官庁に報告したりしたことはない。 

これらのことからも，控訴人が，本件許諾契約など締結していないこと

は明らかである。 

   ウ 被控訴人は，控訴人の許諾を得ることなく，昭和５９年８月頃から本件

カセットテープを複製・頒布し，控訴人の有する本件原著作物に係る著作

権を侵害したものである。 

 (2) 争点３－２（不法行為による損害賠償請求権の有無）について 
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 ア 争点３－２－１（著作権侵害につき，被控訴人の故意又は過失の有無）

について 

 〔控訴人の主張〕 

      被控訴人は，本件原著作物に係る著作権が，録音物による複製・頒布の

権利を含め，控訴人に帰属していることを，著作権侵害行為の当初から認

識していた。 

しかも，本件原著作物に係る著作権が，録音物による複製・頒布の権利

を含め，控訴人に帰属していたことは，既に，Ｆ弁護士が作成した昭和６

１年７月５日付け鑑定書（甲１６）や同月２５日付け意見書（甲１７）等

においても明らかとされていた。 

したがって，被控訴人には著作権侵害について，故意又は過失がある。 

 〔被控訴人の主張〕 

   否認ないし争う。 

    被控訴人が昭和５９年８月頃から本件原著作物の複製物である本件カ

セットテープを頒布してきたことは認めるが，被控訴人は，本件カセット

テープを複製・頒布する権利は，亡Ａやその相続人らにあるものと信じて，

これらの者と著作権使用契約を締結し，同契約に基づいて，本件カセット

テープの複製・頒布を行い，しかも，その印税を亡Ａやその相続人らに支

払ってきたのであるから，被控訴人には，著作権侵害について故意も過失

も存しない。 

  イ 争点３－２－２（損害の発生及びその額）について 

  〔控訴人の主張〕 

     控訴人は，被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布により，以

下の損害を被った。 

(ア) 印税相当額の損害 

控訴人が本件原著作物に係る著作権の行使につき受けるべき金銭の額



- 38 - 

は，本件カセットテープの定価の１０％に相当する額である（著作権法

１１４条３項）。 

ａ 亡Ａに支払われた印税合計１０７６万４０００円（印税率２０％。

甲７３）の半額に相当する５３８万２０００円 

ｂ Ｃに昭和６０年７月２０日から昭和６１年５月２０日までの間に支

払われた印税のうち定価の１０％に相当する額の合計３２２万２００

０円 

ｃ Ｂに昭和６１年５月３１日及び同年８月３１日に支払われた印税を

定価の１０％に換算した額の合計１９８万円 

     ｄ 昭和６１年８月６日以降平成２０年２月までに製作した本件カセッ

トテープについて，定価の１０％に相当する額の合計２２２２万２３

００円 

     ｅ 小計 ３２８０万６３００円 

(イ) 弁護士費用 

控訴人は，被控訴人による著作権侵害行為により，本件訴訟の提起を

余儀なくされ，弁護士費用相当額として２００万円の損害を被った。 

            (ウ) 合計 ３４８０万６３００円 

           〔被控訴人の主張〕 

             否認ないし争う。 

  ウ 争点３－２－３（消滅時効の成否）について 

   (ア) 争点３－２－３－１（時効の中断の有無）について 

   〔控訴人の主張〕 

     前記２(4)イの控訴人の主張と同じ。 

   〔被控訴人の主張〕 

     前記２(4)イの被控訴人の主張と同じ。 

   (イ) 争点３－２－３－２（時効援用権の喪失又は濫用の有無）について 
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   〔控訴人の主張〕 

     前記２(4)ウの控訴人の主張と同じ。 

   〔被控訴人の主張〕 

     前記２(4)ウの被控訴人の主張と同じ。 

 (3) 争点３－３（不当利得返還請求権の有無）について 

  ア 争点３－３－１（利得の有無及びその額）について 

  〔控訴人の主張〕 

           (ア) 被控訴人は，本件カセットテープを複製・頒布しながら，本件原著

作物の著作権者である控訴人に対し，その印税の支払をしなかった。 

被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布により，控訴人は，

印税相当額（定価の１０％）の損失を被る一方，被控訴人は，法律上の

原因なく，著作権者に対して支払うべき印税相当額（定価の１０％）と

同額の利得を得た。 

   (イ) 被控訴人は民法７０４条の悪意の受益者に当たる。 

(ウ) 本件カセットテープの複製・頒布により，被控訴人が得た利得額は，

前記(2)イの控訴人の主張(ア)ｅと同額の３２８０万６３００円である。 

(エ) なお，前記(2)イの控訴人の主張(イ)記載のとおり，控訴人は，被控

訴人による著作権侵害行為により，本件訴訟の提起を余儀なくされ，弁

護士費用相当額として２００万円の損害を被った（請求額合計３４８０

万６３００円）。 

〔被控訴人の主張〕 

            (ア) 否認ないし争う。 

            (イ) 被控訴人は，亡Ａ及びその相続人らとの間の著作権使用契約に基づ

き，本件カセットテープを複製・頒布したものであり，その印税（定価

の２０％）を亡Ａ及びその相続人らに対して支払った。 

              したがって，被控訴人が，本件カセットテープの複製・頒布により得
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た利益には法律上の原因があり，また，被控訴人は，本件カセットテー

プの複製・頒布に係る印税を亡Ａ及びその相続人らに対して支払ったの

であるから何らの利得も得ていない。 

  イ 争点３－３－２（消滅時効の成否）について 

   (ア) 争点３－３－２－１（時効の中断の有無）について 

   〔控訴人の主張〕 

     前記２(4)イの控訴人の主張と同じ。 

   〔被控訴人の主張〕 

     前記２(4)イの被控訴人の主張と同じ。 

   (イ) 争点３－３－２－２（時効援用権の喪失又は濫用の有無）について 

   〔控訴人の主張〕 

     前記２(4)ウの控訴人の主張と同じ。 

   〔被控訴人の主張〕 

     前記２(4)ウの被控訴人の主張と同じ。 

第４ 当裁判所の判断 

 １ 前提事実に証拠（甲２ないし５，７ないし１０，１６ないし２２，２４，３

３ないし４２，４４，５１，５２，甲５３の１・２，甲５４の１・２，甲５５

の１・２，甲５６の１・２，甲５７，６５，６６，甲６８の１・２，乙１ない

し４，１８，２４，２７，乙２８の１ないし１０，乙３６，乙３８の１ないし

２６，乙４６の１・２，乙４７，乙４８の１ないし４，乙４９，原審証人Ｍ，

原審控訴人代表者Ｉ本人，原審被控訴人代表者本人）及び弁論の全趣旨を総合

すると，以下の事実が認められ，これを覆すに足りる証拠はない。 

(1) 亡Ａは，昭和５年に月刊雑誌「生長の家」を創刊すると，それ以降，同誌

に数々の論文等の言語の著作物を発表してきた。 

  亡Ａが月刊雑誌「生長の家」に発表した著作物の内容を整理し，順序立て，

説明を補うなどして編纂した書籍が，「生命の實相」の題号を付して，戦前
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に１０書籍（「生命の實相＜革表紙版＞」（全１巻）（初版発行昭和７年１

月１日），「久遠の實在」（副題「生命の實相第２巻」）（初版発行昭和８

年１２月２５日），「生命の實相＜黒布表紙版＞」（全２０巻）（初版発行

昭和１０年１月２５日から昭和１６年１２月２５日），「生命の實相〈革表

紙版（地・水・火・風・空・教・行・信・證）〉」（全９巻）（初版発行昭

和１０年１０月１日から昭和１４年３月１５日），「生命の實相＜豪華大聖

典＞」（全１巻）（初版発行昭和１１年１１月２２日），「生命の實相＜縮

刷中聖典＞」（全１巻）（初版発行昭和１２年６月１日），「生命の實相＜

ビロード表紙版＞」（全９巻）（初版発行昭和１３年３月２０日から昭和１

４年３月１５日），「生命の實相＜菊版＞」（全１３巻）（初版発行昭和１

４年５月２０日から昭和１６年１０月１５日），「生命の實相＜人造羊皮版

＞」（全９巻）（初版発行昭和１４年１１月２０日から昭和１５年６月２０

日），「生命の實相＜満州版（乾・艮・兌・離）＞」（初版発行昭和１８年

８月１５日から昭和２０年５月５日））出版された。 

(2) 控訴人は，亡Ａの宗教的信念に基づき，困窮家庭の援護，社会福祉施設の

経営等を目的として，昭和２１年１月８日に設立された財団法人（平成２４

年４月１日，公益財団法人に移行）であり，亡Ａが設立者として寄附行為を

行い，東京都長官の許可を受けて設立された。 

   

行為」（甲３９，４０）には，控訴人の基本資産として「Ａ著作「生命の實

相」ノ著作権」が，流動資産として「基本資産ヨリ生スル収入」が規定され

（５条），また，基本資産は社会環境の自然的変化による減価滅失等による

外，人為的には消費又は消滅せしめることを得ない旨（７条），控訴人の経

費は流動資産をもって支弁する旨（９条）規定されている。 

   そして，亡Ａが作成した昭和２２年８月１日付け「證明書」（甲３８）に

は，「Ａ著作「生命の實相」ノ著作権」を昭和２１年１月８日控訴人へ寄附
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行為したことを証明する旨の記載がある。 

なお，上記寄附行為は，その後，主務官庁の認可を経て変更されており，

そこでは，控訴人の資産として，「Ａ著「生命の實相」等の著作権」，「資

産から生ずる収入」と規定されている（５条。甲４１）。 

また，控訴人は，平成２４年４月１日，公益財団法人に移行したが，その

定款（甲４２）には，亡Ａの著作した「生命の實相」，「真理」などの著作

権とともに，「聖経 甘露の法雨」，「聖経 天使の言葉」及び「聖経 続々

甘露の法雨」の著作権が控訴人の公益目的事業を行うために不可欠な特定の

財産と規定されている（５条）。 

  (3) 日本教文社は，亡Ａの提唱により，昭和９年１１月２５日に設立されたも

のであり，その設立後は，日本教文社において，亡Ａの著作物の編集，出版

を行うようになった。 

生長の家，控訴人及び日本教文社は，控訴人が亡Ａから，同人の著作した

「聖経 甘露の法雨」の著作権を寄附され，その著作権を控訴人が有するこ

とを前提に，控訴人及びその出版権者である日本教文社が，生長の家に対し，

その信徒に対して「聖経 甘露の法雨」を肌守り用等に非売品として複製，

交付することに同意すること等を内容とする昭和３４年１１月２２日付け

「聖経「甘露の法雨」の複製承認に関する覚書」（甲４４）を作成した。 

(4) 亡Ａは，寄附行為により「生命の實相」の著作権を控訴人に移転した以外

にも，控訴人の社会厚生事業の運営を援助するため，長年にわたり，多数の

書籍について，著作権を移転するなどしてその印税を控訴人に得さしめてい

た。 

(5) 亡Ａと被控訴人は，昭和５９年６月２８日，亡Ａが被控訴人に対し，本

件原著作物１（「聖経 甘露の法雨」）を録音物として複製し，頒布するこ

と（頒布物の体裁はカセットテープ）を許諾し，被控訴人が亡Ａに対し，印

税として定価の２０％を，複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内
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容とする著作権使用契約を締結した（乙１）。 

(6) 亡Ａは，昭和６０年６月１７日死亡した。 

(7) 亡Ａの死亡後，亡Ａの相続人代表であるＢと被控訴人は，昭和６０年１１

月１１日，Ｂが被控訴人に対し，本件原著作物２（「聖経 天使の言葉」（録

音版））を複製し，頒布すること（頒布物の体裁はカセットテープ）を許諾

し，被控訴人が亡Ａの相続人らに対し，印税として定価の２０％（印税配分

は，Ｃ１０％，Ｂ５％，Ｄ５％）を複製品を製作した月の翌月末に支払うこ

と等を内容とする著作権使用契約を締結した（乙２）。 

(8) 亡Ａの相続人であるＣ，Ｂ，Ｄは，昭和６０年１２月１３日，亡Ａの遺産

について，本件遺産目録記載の著作物並びに録音テープに対する著作権の共

有持分２分の１をＣが，各４分の１をＢ及びＤがそれぞれ取得することを含

む本件遺産分割協議を行った。 

 本件遺産目録には，「録音テープ」として，「１２７ 聖経甘露の法雨」，

「１２９ その他被相続人を著作者とする一切の言語の著作物」との記載が

ある（乙４）。 

(9) 昭和６１年３月１４日に開催された生長の家の常任理事会において，「お

守り「甘露の法雨」（仏語訳）の発行について」の議案が審議された際，「甘

露の法雨」の著作権等の帰属が不明確であるとの意見があったため，これを

明確にする目的で，生長の家は，Ｆ弁護士に，「甘露の法雨」の著作権の帰

属について鑑定意見を求めた。 

(10) Ｆ弁護士は，昭和６１年７月５日付け「鑑定書」（甲１６）及び同月２

５日付け「意見書」（甲１７）を生長の家宛に提出した。 

  上記鑑定書には，鑑定結果として，亡Ａ著作の本件原著作物１（詩編「甘

露の法雨」）に係る著作権は，著作権法２７条及び同法２８条に規定する権

利を含めて，控訴人に帰属する旨が記載されていた。 

  また，上記意見書には，①本件原著作物１（詩編「甘露の法雨」）を含む
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「生命の實相」の著作権は，控訴人の設立行為の寄附財産とされ，昭和２１

年１月８日，控訴人の設立により，控訴人に帰属するに至ったが，控訴人の

寄附行為において，「生命の實相」の著作権を基本財産とするとのみ記載さ

れていることなどから，録音物による複製・頒布権が亡Ａに留保されたもの

とは考えられないこと，②寄附行為により「生命の實相」の著作権全部が控

訴人に帰属したものと解され，昭和５９年６月２８日に亡Ａと被控訴人との

間で締結された著作権使用契約（乙１）は無効であること，③今後の処理に

ついては，早急に控訴人と被控訴人との間で，録音物による複製・頒布に関

する著作権使用許諾契約を新規に締結すべきであること，④本件原著作物１

に係る著作権全部が控訴人に帰属していることについて，関係者の認識が十

分ではなく，かつ，控訴人もこれを看過していたこと等の諸事情を考慮して，

控訴人は，既発行分の印税については償還を免除し，控訴人において新規契

約締結時以降の印税の支払を受けるものとするのが妥当であること，が記載

されていた。 

(11) 昭和６１年７月２９日に開催された生長の家の常任理事会において，

「「甘露の法雨」の著作権の帰属者と，お守り「甘露の法雨」（仏語訳）の

発行について」の議案が審議された際，Ｆ弁護士から提出された鑑定書及び

意見書の内容を踏まえて，外国語に翻訳された「甘露の法雨」を宗教上の授

与品として調製・下附するために，著作権者である控訴人及び出版権者であ

る日本教文社から，著作権及び出版権の無償使用許諾を受ける旨議決したが，

その際，亡Ａの著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題について，さらに専

門家の意見を聞くことが確認され，また，生長の家，控訴人，日本教文社及

び被控訴人の４者で協議するよう生長の家理事長が勧告することとされた

（甲３５）。 

(12) 控訴人，日本教文社及び生長の家は，控訴人が著作権者，日本教文社が

出版権者であることを前提に，控訴人及び日本教文社が，生長の家に対し，
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日本語以外の言語に翻訳した著作物（宗教上の授与品に限る。）に係る控訴

人の有する著作権及び日本教文社の出版権の使用（調製・授与）を，昭和３

４年１１月２２日付け「覚書」（甲４４）と同様に，無償で許諾すること等

を内容とする昭和６１年８月２日付け「著作権及び出版権の無償使用許諾契

約書」（甲５７）を作成した。 

(13) 控訴人と被控訴人とは，本件原著作物１及び２の録音物の複製・頒布に

関し，昭和６１年８月６日付け「著作権使用契約書」（甲５１）を，本件原

著作物３の録音物の複製・頒布に関し，同日付け「著作権使用契約書」（甲

５２）をそれぞれ作成した。 

 また，亡Ａの相続人代表Ｂ，控訴人及び被控訴人の三者を作成名義とする，

以下の内容を有する昭和６１年８月６日付け「覚書」（甲６５）については，

控訴人及び被控訴人は，これに押印したものの，Ｂはこれに押印せず，「覚

書」の締結には至らなかった。 

ア 本件原著作物１（聖経「甘露の法雨」）に関する昭和５９年６月２８日

付け著作権使用契約書（乙１），本件原著作物２（聖経「天使の言葉」）

に関する昭和６０年１１月１１日付け著作権使用契約書（乙２）は，昭和

６１年８月６日限りをもって，Ｂ，被控訴人の双方において合意解約する。 

イ 上記既存の契約に基づき，上記解約日までにされた個々の処理は，Ｂ，

被控訴人，控訴人の関係者間では，その効力に変更はないものとする。 

ウ 本件原著作物１及び２につき，今後は，その著作権帰属者である控訴人

が，被控訴人との間で，著作権使用契約を締結し，印税は控訴人に支払わ

れることにつき，Ｂは異存はない。 

(14) 被控訴人は，昭和６１年８月１３日，亡Ａの相続人代表であるＢとの間

で，同人が被控訴人に対し，本件原著作物３（「聖経 続々甘露の法雨」（録

音版））を複製し，頒布することを許諾し，被控訴人が亡Ａの相続人らに対

し，印税として定価の２０％（印税配分は，Ｃ１０％，Ｂ５％，Ｄ５％）を
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複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内容とする著作権使用契約を

締結した（乙３）。 

  (15) 昭和６１年９月頃には，生長の家の関係者により，亡Ａの相続人代表で

あるＢ，控訴人，日本教文社，被控訴人の４者間において，聖経「甘露の法

雨」，聖経「天使の言葉」，聖経「続々甘露の法雨」の著作権の帰属につい

て，今後は，①出版物として複製することを日本教文社に許諾する権利は控

訴人に帰属する，②著作権のうち，上記①以外の利用権は亡Ａの相続人に帰

属する，③亡Ａの相続人代表は，録音物として複製・頒布する排他的許諾を

被控訴人に付与する，④被控訴人は，許諾の対価（印税等）を相続人に支払

う，と取り扱うこととすることを合意する旨が記載された「方針協議書」（甲

６６）も起案されたが，これは作成されるに至らなかった。 

    また，控訴人は，昭和６１年１１月頃にも，Ｆ弁護士から，聖典や聖経の

著作権や印税の問題について，生長の家の経典に係る問題であるので，Ｂや

生長の家との間で方針を話し合う方がよいなどの助言を得た（甲６８の１・

２）。 

(16) その後も，生長の家の予算委員会において，亡Ａから生長の家に対して

著作権の譲渡はされておらず，印税が寄贈されていただけではないか，現在，

生長の家と日本教文社との間で締結されている出版契約の内容にも不備があ

るのではないかなどという意見が出されるなどした。 

    そこで，生長の家では，亡Ａの著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題に

関し，Ｆ弁護士から，著作権の贈与があったと考えるのが妥当であると思わ

れるとの意見やこの際著作権の帰属について確認をとっておいた方がよいと

の助言を，Ｋ弁護士から，昭和６２年１１月３０日付け「著作権の帰属とそ

の範囲に関する鑑定意見書」（甲３４）を，それぞれ得るなどの過程を経て，

昭和６３年２月２３日に開催された常任理事会において，「宗教法人「生長

の家」へ御寄贈された著作物に関する件」の議案が審議され，上記弁護士ら
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の意見を踏まえ，議案書に添付された一覧表記載の亡Ａの著作に係る著作物

（なお，これに本件カセットテープは含まれていない。）の著作権使用の対

価を収受する権利（著作財産権）を，亡Ａから譲渡されていることを確認す

るため，関係者を交えて確認書を作成すること，確認書は著作物ごとに作成

することなどが議決された（甲３６）。 

(17) 控訴人は，昭和６３年３月２２日，亡Ａの相続人らと控訴人とが，生長

の家の理事長であるＮの立会いの上で，①亡Ａの著作に係る添付の「著作物

の表示」記載の著作物（「聖経 甘露の法雨（大型）」，「聖経 甘露の法

雨（中型）」，「聖経 天使の言葉」，「聖経 続々甘露の法雨」を含む。）

の著作権が，著作権法２７条に定める翻訳権，翻案権等及び同法２８条に定

める二次的著作物利用に関する原著作者の権利を含めて全て，亡Ａから控訴

人に基本財産と指定して寄附され，控訴人に帰属していること，②著作権移

転の登録について，登録義務者として必要な一切の件につき，控訴人理事長

に委任すること，を相互に確認することを内容とする「確認書」（甲７，乙

１８）を，亡Ａの相続人らにおいて共有著作権の代表行使者と定められたＢ

との間で作成した。 

また，代表行使者と定められたＢと控訴人とは，同日，上記「確認書」記

載の著作物について，亡Ａから控訴人に著作権譲渡がされた年月日について

「覚書」（甲８）を作成したが，同書面において，「聖経 甘露の法雨（大

型）」及び「聖経 甘露の法雨（中型）」の著作権譲渡日は昭和２１年１月

８日，「聖経 天使の言葉」の著作権譲渡日は昭和２３年１２月１０日，「聖

教 続々甘露の法雨」の著作権譲渡日は昭和２５年１２月２０日とされた。 

(18) 控訴人及び亡Ａの相続人らは，Ｆ弁護士を代理人として，昭和６３年４

月１８日，本件原著作物について著作権の譲渡登録の申請をし，①本件原著

作物１につき，昭和２１年１月８日に亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２

７条及び２８条に規定する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする，
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昭和６３年４月２７日付け著作権の譲渡登録が，②本件原著作物２につき，

昭和２３年１２月１０日に亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２７条及び２

８条に規定する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする，昭和６３年

４月２７日付け著作権の譲渡登録が，③本件原著作物３につき，昭和２５年

１２月２０日に亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２７条及び２８条に規定

する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする，昭和６３年４月２７日

付け著作権の譲渡登録が，それぞれされた（甲２ないし５）。 

(19) 昭和６３年４月１９日に開催された生長の家の常任理事会において，

「財団法人「生長の家社会事業団」に帰属している著作権の管理について」

との議案が審議され，①確認書（甲７，乙１８）添付の「著作物の表示」に

記載された著作物に関して，各出版毎に一点づつ管理することを生長の家に

委任する形態にすること，②控訴人と日本教文社の間で締結している現行の

出版契約に，生長の家が控訴人からの受任者として新たに加わる形態に変え

ることを，出版使用許諾契約に係る契約書の書式案や用いる委任状の書式案

とともに，賛成多数で可決した（乙２７）。 

  (20) 控訴人は，生長の家を代理人として，日本教文社との間で，上記常任理

事会に提出された提案書面に添付された委任状及び契約書の書式を用い，昭

和６３年７月頃以降順次，本件原著作物について，書籍（「聖経 甘露の法

雨（大型）」，「聖経 甘露の法雨（中型）」，「聖経 天使の言葉」，「聖

経 続々甘露の法雨」等）ごとに，出版使用許諾契約を締結した（乙２８の

１ないし１０）。 

  (21) 控訴人は，生長の家の理事長を代理人として，①平成１１年９月頃には，

著作権者である控訴人が生長の家ブラジル伝道本部に対して本件原著作物１

（「聖経 甘露の法雨」）を海外において録音物として複製し，頒布するこ

とを許諾する旨の著作権無償使用（複製・頒布）許諾契約を締結し（甲５３

の１・２），②平成１２年１０月頃には，著作権者である控訴人が生長の家
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ブラジル伝道本部に対して本件原著作物２（「聖経 天使の言葉」）及び３

（「聖経 続々甘露の法雨」）を海外において録音物として複製し，頒布す

ることを許諾する旨の著作権無償使用（複製・頒布）許諾契約を締結した（甲

５４，甲５５の各枝番）。 

  (22) 控訴人と被控訴人は，平成１６年１０月２０日，控訴人が被控訴人に対

し，題号を「邦楽交声曲「甘露の法雨」」とする著作物（本件原著作物１（「聖

経 甘露の法雨」）を原著作物として，Ｏが作曲し，Ｏ社中が演奏したもの

の歌詞）を録音物として複製し，頒布すること（頒布物の体裁はコンパクト

ディスク）を許諾し，被控訴人が控訴人に対し，印税として税抜価格の５％

を，複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内容とする著作権使用契

約を締結した（甲１０）。 

控訴人と被控訴人は，平成１８年８月１１日，控訴人が被控訴人に対し，

題号を「聖経 甘露の法雨」とする著作物（本件原著作物１を原著作物とし

てＥが謹誦したもの）を録音物として複製し，頒布すること（頒布物の体裁

はコンパクトディスク）を許諾し，被控訴人が控訴人に対し，印税として税

抜価格の１０％を，複製品を製作した月の翌月末に支払うこと等を内容とす

る著作権使用契約を締結した（甲９）。 

また，控訴人は，平成１８年頃以降，被控訴人に対し，本件カセットテー

プの複製・頒布について著作権使用契約を締結することを求め，被控訴人と

の間で契約書案の提示など交渉が行われたが，結局，契約書を取り交わすに

は至らなかった（甲１８ないし２２，乙４９）。 

(23) 被控訴人は，昭和５９年８月頃以降，本件カセットテープを複製し，頒

布しているが，控訴人に対し，その印税を支払わず，亡Ａ又はその相続人ら

に対して，「印税」として金銭を支払ってきた。 

２ 争点１（控訴人は本件原著作物の著作権を有するか否か）について 

 (1) 控訴人は，本件原著作物１（「聖経 甘露の法雨」）に係る著作権は，著
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作権法２７条及び２８条に規定する権利を含めて亡Ａの寄附行為により控訴

人に帰属し，本件原著作物２及び３に係る著作権は，同法２７条及び２８条

に規定する権利を含めて，それぞれその初版発行日に亡Ａから控訴人への寄

附により控訴人に帰属した旨主張する。 

  (2) 本件原著作物の著作権の帰属について 

ア 本件原著作物１について 

(ア) 前記１認定事実によれば，亡Ａが保有していた「生命の實相」の題

号を付して戦前に出版された１０書籍の著作物に係る著作権は，亡Ａが

行った控訴人の設立行為の寄附財産であって，昭和２１年１月８日に控

訴人が設立されたことにより，亡Ａから控訴人へ移転し，控訴人の基本

資産となったものと認められる。 

    そして，前記第２の３(2)ア記載のとおり，本件原著作物１（「聖経 

甘露の法雨」）は，亡Ａが創作した著作物であり，昭和１２年頃に発行

された「生命の實相」中に収録されていたものであるから，控訴人の設

立により，その基本資産となった「生命の實相」に含まれる著作物であ

るといえる。 

  (イ) また，寄附行為には，控訴人の基本資産として「Ａ著作「生命の實

相」ノ著作権」が，流動資産として「基本資産ヨリ生スル収入」が規定

され（５条），基本資産は社会環境の自然的変化による減価滅失等によ

る外，人為的には消費又は消滅せしめることを得ない旨（７条），控訴

人の経費は流動資産をもって支弁する旨（９条）規定されていたこと，

寄附行為や亡Ａ作成に係る「證明書」（甲３８）には，「生命の實相」

に係る著作権そのものではなく，著作権収入を取得する権利のみを寄附

財産とする意思であったことをうかがわせるような記載はないことから

すれば，控訴人の設立によりその基本資産となった権利は，著作権収入

を取得する権利に限られるものではなく，これを含めて，「生命の實相」



- 51 - 

に係る著作権そのものであったと認められる。 

  (ウ) さらに，寄附行為や亡Ａ作成に係る「證明書」（甲３８）には，寄

附行為による移転の対象とする著作権を特定の支分権に限る旨の記載は

ないことに加え，前記１認定のとおり，①亡Ａの死亡後，生長の家の常

任理事会において本件原著作物１に係る著作権等の帰属が不明確である

との意見があったため，これを明確にする目的で弁護士から鑑定意見の

提出を受けるなどの経過を踏まえた上，控訴人と亡Ａの相続人ら（代表

行使者Ｂ）との間で，本件原著作物に係る著作権が，著作権法２７条に

定める翻訳権，翻案権等及び同法２８条に定める二次的著作物利用に関

する原著作者の権利を含めて全て亡Ａから控訴人に基本財産と指定して

寄附され，控訴人に帰属していることを確認する旨の確認書（甲７）が

作成されたこと，②控訴人と亡Ａの相続人ら（代表行使者Ｂ）との間で，

本件原著作物の著作権譲渡日についての「覚書」（甲８）を作成後，控

訴人及び亡Ａの相続人らは，Ｆ弁護士を代理人として，本件原著作物に

ついて著作権の譲渡登録の申請をし，本件原著作物１につき，昭和２１

年１月８日に亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２７条及び２８条に規

定する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする，昭和６３年４月

２７日付け著作権の譲渡登録が，本件原著作物２につき，昭和２３年１

２月１０日に亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２７条及び２８条に規

定する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする，昭和６３年４月

２７日付け著作権の譲渡登録が，本件原著作物３につき，昭和２５年１

２月２０日に亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２７条及び２８条に規

定する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする，昭和６３年４月

２７日付け著作権の譲渡登録が，それぞれされたことに照らせば，控訴

人の設立によりその基本資産となった権利は，著作権法２７条及び２８

条に規定する権利を含めた「生命の實相」に係る著作権の全てであると
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認められる。 

    (エ) 以上のとおり，本件原著作物１に係る著作権（著作権法２７条及び

２８条に規定する権利を含む。）は，昭和２１年１月８日，亡Ａから控

訴人への譲渡により，控訴人に帰属したものと認められる。 

イ 本件原著作物２及び３について 

前記１認定のとおり，亡Ａは，寄附行為により「生命の實相」の著作権

を控訴人に移転した以外にも，控訴人の社会厚生事業の運営を援助するた

め，長年にわたり，多数の書籍について，著作権を移転するなどしていた

こと，本件原著作物２（「聖経 天使の言葉」）及び３（「聖経 続々甘

露の法雨」）は，いずれも本件原著作物１（「聖経 甘露の法雨」）の続

編であること（甲３，４，甲１２の３）に加え，前記ア(ウ)①及び②記載

の事実に照らせば，本件原著作物２に係る著作権（著作権法２７条及び２

８条に規定する権利を含む。）は，本件原著作物２が最初に公表された昭

和２３年１２月１０日に，本件原著作物３に係る著作権（著作権法２７条

及び２８条に規定する権利を含む。）は，本件原著作物３が最初に公表さ

れた昭和２５年１２月２０日に，亡Ａから控訴人への譲渡により，それぞ

れ控訴人に帰属したものと認められる。 

(3) 被控訴人の主張について 

ア 被控訴人は，亡Ａが，控訴人の設立趣意書（乙１９）に「恒久的流動資

金として「生命の實相」の著作権収入を寄付行為す。」と記載したこと等

を根拠に，亡Ａが寄附行為により控訴人に移転した権利は，著作権ではな

く「著作権収入」であったなどと主張する。 

しかしながら，亡Ａ作成の「設立趣意書」（乙１９）中の「恒久的流動

資金として，「生命の實相」の著作権収入を寄附行為す。」との記載は，

前記(2)ア(イ)記載の寄附行為の５条，７条及び９条の規定を前提とすれば，

基本資産である「生命の實相」の著作権から得られる著作権使用料を「恒
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久的流動資金」と表現し，亡Ａが「生命の實相」の著作権を基本資産を組

成する寄附財産として出捐することを，著作権収入という観点から説明し

たものであると自然に理解することができる。 

   そして，寄附行為や亡Ａ作成に係る「證明書」（甲３８）には，「生命

の實相」に係る著作権そのものではなく，著作権収入を取得する権利のみ

を寄附財産とする意思であったことをうかがわせるような記載はないこと

からすれば，前記(2)ア(イ)記載のとおり，控訴人の設立によりその基本資

産となった権利は，著作権収入を取得する権利に限られるものではなく，

これを含めて，「生命の實相」に係る著作権そのものであったと認められ

る。 

   したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。 

 イ 被控訴人は，亡Ａの死後，同人の著作物に係る著作権の帰属等に関し，

亡Ａの相続人ら，生長の家及び控訴人との間で，協議や調整が行われた結

果，本件遺産目録（乙４）や本件確認書（甲７）が作成されたものである

が，本件遺産目録には，亡Ａの遺産として「録音テープ」の項目があり，

「１２７ 聖経甘露の法雨」，「１２９ その他被相続人を著作者とする

一切の言語の著作物」が挙げられているのに対し，本件確認書には，録音

テープに関する記載はないことから，本件カセットテープの複製や頒布に

係る権利については，亡Ａの相続人らに留保されていたものと解すべきで

あるなどと主張する。 

   しかしながら，本件遺産目録の作成及びこれを前提とした本件遺産分割

協議は，亡Ａの相続人らの行為にすぎず，これに控訴人が関与したことを

認めるに足りる証拠はない。 

   かえって，本件確認書（甲７）は，添付された「著作物の表示」に表示

された題号「聖経 甘露の法雨（大型）」の言語の著作物，題号「聖経 甘

露の法雨（中型）」の言語の著作物，題号「聖経 天使の言葉」の言語の
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著作物，題号「聖経 続々甘露の法雨」の言語の著作物に関する著作権は，

著作権法２７条に定める翻訳権・翻案権等及び同法２８条に定める二次的

著作物利用に関する原著作者の権利を含めて全て亡Ａから控訴人に基本財

産と指定して寄附され，控訴人に帰属していることを確認することを内容

とするものであり，かつ，控訴人及び亡Ａの相続人らは，Ｆ弁護士を代理

人として，本件原著作物について，亡Ａから控訴人に対し，「著作権（著

作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む）」の譲渡があったことを

原因とする著作権譲渡登録の申請をし，かかる譲渡登録がされていること

からすれば，控訴人と亡Ａの相続人らとの間で，本件原著作物の録音物（本

件カセットテープ）としての複製や頒布に係る権利が亡Ａの相続人らに帰

属するものと確認されていたとは考え難い。 

そして，寄附行為や亡Ａ作成に係る「證明書」（甲３８）には，寄附行

為による移転の対象が，著作権のうち特定の支分権に限られることをうか

がわせるような記載はないことからすれば，前記(2)ア(ウ)記載のとおり，

亡Ａから控訴人に譲渡された権利は，著作権法２７条及び２８条に規定す

る権利を含めた本件原著作物に係る著作権の全てであると認められる。 

     したがって，被控訴人の上記主張は理由がない。 

  (4) 小括 

   以上によれば，控訴人は，本件原著作物１に係る著作権（著作権法２７条

及び２８条に規定する権利を含む。）を昭和２１年１月８日以降，本件原著

作物２に係る著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む。）

を昭和２３年１２月１０日以降，本件原著作物３に係る著作権（著作権法２

７条及び２８条に規定する権利を含む。）を昭和２５年１２月１０日以降，

それぞれ有するものと認められる。 

３ 主位的請求について 

(1) 争点２－１（控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契約が成立したか
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否か）について 

  ア 控訴人は，被控訴人との間で，本件契約書（甲５１，５２）記載の内容

の著作権使用契約（本件著作権使用契約）が成立した旨主張する。 

  イ 本件契約書については，その原本が証拠として提出されていないものの，

被控訴人は，控訴人との間で，本件契約書を作成したものと認められる。 

    処分証書である本件契約書については，その成立が認められれば，特段

の事情がない限り，これに記載されたとおりの内容の契約が成立したもの

と認めるべきであるから，以下，上記特段の事情が存するか否かにつき検

討する。 

  ウ 特段の事情の存否について 

   (ア) 控訴人は，本訴の訴状において，その請求原因として，本件原著作

物に係る著作権を控訴人が有しており，被控訴人による本件カセット

テープの複製・頒布は，かかる著作権を侵害する行為であるから，著作

権法１１２条に基づき，本件カセットテープの頒布の差止め及び廃棄を

求めるとともに，不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求

権に基づき，本件カセットテープの印税相当額の金銭等の支払を求める

旨主張していたのであって，本件著作権使用契約に基づく未払印税の請

求はおろか，本件契約書が作成された事実すら一切主張していなかった

が，原審における審理の途中で，控訴人の事務所の建替工事に伴って保

管物を整理した際，偶然に発見されたとして，控訴人は，本件契約書写

を証拠として提出するとともに，本件著作権使用契約に基づく未払印税

請求を主位的請求として追加する訴えの変更をしたものである。 

      以上のとおり，控訴人及び被控訴人は，本件契約書の原本を保管・所

持していないことに加え，両者とも，長らく本件契約書が作成された事

実や本件契約書写の存在すら認識していなかったものと認められる（原

審証人Ｍ，原審控訴人代表者Ｉ本人，原審被控訴人代表者本人，弁論の
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全趣旨）。 

     また，①控訴人は，被控訴人が昭和５９年８月頃から本件カセットテー

プの複製・頒布を開始し，その後もこれを継続していることを認識して

いながら，本件契約書を作成した後も，被控訴人に対して，本件著作権

使用契約に基づく印税の請求をしたことはないこと（乙５ないし１６，

３９ないし４５の各枝番，弁論の全趣旨），前記１認定のとおり，②被

控訴人において，本件契約書を作成した後も，控訴人に対し，本件カセッ

トテープの印税を支払ったことはないこと，③控訴人は，本件契約書を

作成した後である昭和６１年１１月頃にも，Ｆ弁護士から，聖典や聖経

の著作権や印税の問題について，生長の家の経典に係る問題であるので，

Ｂや生長の家との間で方針を話し合う方がよいとの助言を受けるなどし

ていたこと，④控訴人は，平成１８年頃以降，本件カセットテープの複

製・頒布について著作権使用契約を締結することを求め，被控訴人との

間で交渉を行っていたこと等の事実も認められる。 

   さらに，前記１認定のとおり，被控訴人が亡Ａ又はその相続人代表で

あるＢとの間で締結した著作権使用契約（乙１，２）の合意解約や，そ

の後は，控訴人と被控訴人との間で本件原著作物１及び２に係る著作権

使用契約を締結し，控訴人に対して印税が支払われることについてＢに

異存がないことを等を内容とする，Ｂ，控訴人及び被控訴人の三者間で

の昭和６１年８月６日付け「覚書」（甲６５）の作成を予定していたが，

控訴人及び被控訴人は「覚書」（甲６５）に押印したものの，Ｂの押印

は得られず，結局，上記覚書の締結には至らなかったものである。 

このように，本件契約書作成後の控訴人や被控訴人の言動は，いずれ

も本件著作権使用契約が成立していないことを推認させるものであるか

ら，本件契約書（甲５１，５２）に記載されたとおりの内容の契約が成

立したものとは認められない特段の事情があるというべきである。 
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(イ) 控訴人は，本件契約書が，Ｆ弁護士の作成に係る鑑定書（甲１６）

及び意見書（甲１７）が提出されたことにより，本件原著作物の著作権

が控訴人に帰属することが生長の家の関係者の間で決着したことを踏ま

え，同弁護士の法的見解に沿って作成されたものであるという経緯に鑑

みれば，本件契約書に記載されたとおりの内容の契約が成立したものと

は認められない特段の事情があるとはいえず，本件著作権使用契約の成

立が認められるべきである旨主張する。 

      しかしながら，前記１認定事実によれば，①昭和６１年３月１４日に

開催された生長の家の常任理事会において，本件原著作物１の著作権等

の帰属が不明確であるとの意見があったため，これを明確にする目的で，

Ｆ弁護士に，本件原著作物１に係る著作権の帰属について鑑定意見を求

めることになったこと，②Ｆ弁護士は，昭和６１年７月５日付け「鑑定

書」（甲１６）及び同月２５日付け「意見書」（甲１７）を生長の家宛

に提出し，同月２９日に開催された生長の家の常任理事会において，Ｆ

弁護士から提出された鑑定書及び意見書の内容を踏まえて，外国語に翻

訳された「甘露の法雨」を宗教上の授与品として調製・下附するために，

著作権者たる控訴人及び出版権者たる日本教文社から，著作権及び出版

権の無償使用許諾を受ける旨の議決がされたが，その際，亡Ａの著作物

の著作権の帰属と印税等の諸問題について，さらに専門家の意見を聞く

ことが確認され，また，生長の家，控訴人，日本教文社及び被控訴人の

４者で協議するよう生長の家理事長が勧告することとされたこと，③控

訴人，日本教文社及び生長の家は，日本語以外の言語に翻訳した著作物

（宗教上の授与品に限る。）に関し，昭和６１年８月２日付け「著作権

及び出版権の無償使用許諾契約書」（甲５７）を作成したこと，④亡Ａ

の相続人代表であるＢ，控訴人及び被控訴人の３者を作成名義とする昭

和６１年８月６日付け前記「覚書」（甲６５）については，控訴人及び
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被控訴人は，これに押印したものの，Ｂはこれに押印せず，「覚書」の

締結には至らなかったこと，⑤被控訴人は，昭和６１年８月１３日，亡

Ａの相続人代表であるＢとの間で，本件原著作物３（「聖経 続々甘露

の法雨」（録音版））に関し，著作権使用契約（乙３）を締結したこと，

⑥その後も，生長の家の予算委員会において，亡Ａから生長の家に対し

て著作権の譲渡はされておらず，印税が寄贈されていただけではないか

などの意見が出されたことから，生長の家では，亡Ａの著作物の著作権

の帰属と印税等の諸問題に関し，Ｆ弁護士やＫ弁護士に意見を求めるな

どした上で，昭和６３年２月２３日に開催された常任理事会において，

上記弁護士らの意見を踏まえた処理を行うことが議決されたこと，⑦そ

の後，控訴人と亡Ａの相続人らは，生長の家の理事長の立会いの上で，

昭和６３年３月２２日付け「確認書」（甲７）を作成し，ようやく昭和

６３年４月２７日になって，本件原著作物について，亡Ａから控訴人に

著作権（著作権法２７条及び２８条に規定する権利を含む）の譲渡があっ

たことを原因とする著作権譲渡登録（甲２ないし４）がされたこと，以

上の経過が認められる。 

      上記経過に鑑みれば，本件契約書が作成された昭和６１年８月６日当

時，控訴人，被控訴人及び亡Ａの相続人らを含めた生長の家の関係者間

において，本件原著作物の著作権が控訴人に帰属すること及び印税の問

題を含めこれを前提とした処理をすることが共通認識になっておらず，

本件原著作物について，控訴人に著作権（著作権法２７条及び２８条に

規定する権利を含む）の譲渡があったことを確定し登録したのは昭和６

３年４月になってからのことである。 

      したがって，控訴人の上記主張は理由がない。 

(ウ) 控訴人は，本件契約書と同じ昭和６１年８月６日付けで作成された

「覚書」（甲６５）に控訴人及び被控訴人の押印がされていることから
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すれば，本件契約書に記載されたとおりの内容の契約が成立したものと

は認められない特段の事情があるとはいえず，本件著作権使用契約の成

立が認められるべきである旨主張する。 

  しかしながら，前記(ア)記載のとおり，上記「覚書」にＢの押印を得

られなかったことは，むしろ，上記特段の事情を肯定すべき一事情であ

り，その他前記(ア)記載の事情を総合すると，控訴人の上記主張は理由

がない。 

  エ 小括 

    以上によれば，控訴人と被控訴人との間で本件著作権使用契約が成立し

たとの事実は認められない。 

(2) したがって，その余の点について判断するまでもなく，控訴人の主位的請

求は理由がない。 

４ 予備的請求について 

 (1) 争点３－１（控訴人と被控訴人との間で，本件カセットテープの複製・頒

布に係る許諾契約が成立したか否か）について 

  ア 被控訴人は，控訴人と被控訴人との間で，控訴人が被控訴人に対し，本

件カセットテープを複製・頒布することを許諾し，その印税については，

被控訴人から亡Ａないしその相続人らに対して支払うことを内容とする本

件許諾契約を明示又は黙示に締結したから，被控訴人による本件カセット

テープの複製・頒布行為は，本件原著作物に係る著作権を侵害する行為に

は該当しない旨主張する。 

    この点については，控訴人が被控訴人に対し，本件カセットテープの複

製・頒布を明示的に許諾したことを認めるに足りる証拠はない。そこで，

被控訴人の主張する事情によって，これを黙示的に許諾した，すなわち，

黙示の本件許諾契約が成立したものと認められるか否かについて，以下検

討する。 
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  イ 被控訴人の主張する事情について 

(ア) 被控訴人は，控訴人及び被控訴人との間で，本件契約書が一旦は作

成されたものの，その後，これを有効な契約書として扱わないことが確

認され，本件契約書の作成日である昭和６１年８月６日のわずか１週間

後には，被控訴人とＢとの間で本件原著作物３に係る著作権使用契約（乙

３）が締結されていることからすれば，この頃，生長の家，控訴人，被

控訴人及び日本教文社の４者による協議により，本件カセットテープに

係る著作権は亡Ａの相続人らに帰属し，その印税は亡Ａの相続人らが受

領するとの調整がされ，控訴人及び被控訴人がこれを受け入れたものと

認められるべきである旨主張する。 

  しかしながら，上記著作権使用契約（乙３）は，被控訴人とＢとの間

の契約にすぎず，控訴人がその当事者となっているものではないし，ま

た，かかる契約の締結に控訴人が関与していた，あるいは，これを了承

していたなどの事実を認めるに足りる証拠はない。 

 したがって，被控訴人がＢとの間で昭和６１年８月１３日に著作権使

用契約（乙３）を締結したとの事実から，控訴人と被控訴人との間で本

件許諾契約が成立したとの事実を認めることはできない。 

(イ) また，被控訴人は，被控訴人において，本件カセットテープの発行

を公然と開始し，継続してきたが，控訴人は，本件カセットテープの複

製・頒布が行われていることを認識していながら，被控訴人に対してそ

の印税の支払を請求したことはないこと，控訴人において，被控訴人が

本件カセットテープの印税を亡Ａ又はその相続人らに対して支払ってい

ることを知りながら，これに異議を述べず，むしろ，生長の家の常任理

事会への本件カセットテープの複製計画案の提出及び同計画案の承認の

経過に照らせば，被控訴人における上記印税の取扱いを承認していたも

のといえること，からすれば，控訴人と被控訴人との間で，本件許諾契
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約が黙示に成立したものと認められるべきである旨主張する。 

  しかしながら，被控訴人による亡Ａ又はその相続人らに対する金銭の

支払は，被控訴人の行為であって，控訴人が行ったものではない。被控

訴人から控訴人に対し，本件カセットテープの印税が亡Ａ又はその相続

人らに対して支払われていることを報告した上で，被控訴人の上記取扱

いについて，控訴人から了承を得ていたとの事実を認めるに足りる証拠

はない。 

  そして，前記１認定のとおり，控訴人は，亡Ａの相続人らとの間で，

昭和６３年３月２２日付け「確認書」（甲７）を作成し，本件原著作物

について，亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２７条及び２８条に規定

する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする著作権譲渡登録（甲

２ないし４）を経た後は，①日本教文社との間で，昭和６３年７月頃以

降順次，本件原著作物について，契約書（乙２８の１ないし１０）を作

成して，書籍ごとに出版使用許諾契約を締結し，②本件原著作物を海外

において録音物として複製・頒布することにつき，著作権の無償使用を

許諾することに関しても，生長の家ブラジル伝道本部との間で，平成１

１年９月頃及び平成１２年１０月頃，契約書（甲５３ないし５５の各枝

番）を作成して，著作権無償使用（複製・頒布）許諾契約を締結し，③

本件原著作物１を録音物（コンパクトディスク）として複製・頒布する

ことにつき，被控訴人から印税の支払を受けて，著作権の使用を許諾す

ることに関しても，被控訴人との間で，平成１６年１０月２０日及び平

成１８年８月１１日，契約書（甲９，１０）を作成して，著作権使用契

約を締結し，④平成１８年頃以降，被控訴人に対し，本件カセットテー

プの複製・頒布について，著作権使用契約を締結することを求め，被控

訴人との間で契約書案の提示など交渉を行っていたのであるから，これ

らの経過に照らすと，控訴人が契約書を作成することなく，黙示的に本
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件原著作物に係る著作権の使用を許諾するとは考え難い。 

したがって，被控訴人の主張するこれらの事実をもって，黙示の本件

許諾契約が成立していたものと認めるのは困難である。 

(ウ) その他，被控訴人は，控訴人と被控訴人との間で本件許諾契約が黙

示に成立したとして，るる主張するが，いずれも，上記事実を認めるに

足りない。 

  ウ 以上のとおり，被控訴人の主張する事情をもって，本件許諾契約が黙示

に成立したとの事実を認めるに足りず，他に上記事実を認めるに足りる証

拠は存しないから，被控訴人の上記主張は理由がない。 

  エ 小括 

以上によれば，被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布行為は，

本件原著作物に係る著作権を有する控訴人の許諾を得ることなく行われた

ものであり，上記著作権を侵害する行為であると認められる。 

    したがって，控訴人は，被控訴人に対し，著作権法１１２条１項に基づ

き，本件カセットテープの頒布の差止めを求めるとともに，同条２項に基

づき，本件カセットテープの廃棄を求めることができる。 

(2) 次に，控訴人は，不法行為による損害賠償請求権又は不当利得返還請求権

に基づき，被控訴人に対し，本件カセットテープの定価の１０％に相当する

金銭及び弁護士費用の支払を求めているのに対し，被控訴人は不法行為によ

る損害賠償請求権（消滅時効期間は３年）及び不当利得返還請求権（消滅時

効期間は１０年）のいずれについても消滅時効を援用しているので，事案に

鑑み，争点３－３（不当利得返還請求権の有無）から判断することとする。 

(3) 争点３－３－１（利得の有無及びその額）について 

 ア 控訴人は，被控訴人による本件カセットテープの複製・頒布により，控

訴人が，印税相当額（定価の１０％）の損失を被る一方，被控訴人は，法

律上の原因なく，著作権者に対して支払うべき印税相当額（定価の１０％）
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と同額の利得を得たところ，被控訴人は悪意の受益者に該当する旨主張す

る。 

イ 前記１認定のとおり，被控訴人は，本件カセットテープの複製・頒布に

つき，控訴人に対して一切印税を支払わず，亡Ａ又はその相続人らとの間

で，著作権使用契約（乙１ないし３）を締結し，亡Ａ又はその相続人らに

対して「印税」として本件カセットテープの定価の２０％を支払ってきた。 

控訴人は，前記２認定のとおり，本件原著作物１に係る著作権を昭和２

１年１月８日以降，本件原著作物２に係る著作権を昭和２３年１２月１０

日以降，本件原著作物３に係る著作権を昭和２５年１２月１０日以降，有

する者であるが，被控訴人は，著作権者から許諾を得ることなく，昭和５

９年８月頃以降，本件カセットテープを複製・頒布し，これにより，法律

上の原因なく，少なくとも，著作権者である控訴人に支払うべき印税に相

当する額の利得を得たものと認められる。 

これに対し，控訴人は，被控訴人が著作権者である控訴人から許諾を得

ることなく本件カセットテープを複製・頒布したことにより，印税に相当

する額の損失を被ったものと認められる。 

そして，前記第２の３(5)記載の事実及び前記１認定事実によれば，本件

カセットテープの複製・頒布につき，著作権者である控訴人に支払われる

べき印税額は，その定価の１０％に相当する額であると認めるのが相当で

ある。 

     また，前記１認定のとおり，①Ｆ弁護士から，昭和６１年７月５日付け

「鑑定書」（甲１６）及び同月２５日付け「意見書」（甲１７）が生長の

家宛に提出され，同月２９日に開催された生長の家の常任理事会において，

亡Ａの著作物の著作権の帰属と印税等の諸問題について，生長の家，控訴

人，日本教文社及び被控訴人の４者で協議するよう生長の家理事長が勧告

することとされたこと，②その後も，亡Ａの著作物の著作権の帰属と印税
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等の諸問題に関し，Ｆ弁護士やＫ弁護士に意見を求めるなどした上で，昭

和６３年２月２３日に開催された生長の家の常任理事会において，上記弁

護士らの意見を踏まえた処理を行うことが議決されたこと，③その後，控

訴人と亡Ａの相続人らは，生長の家の理事長の立会いの上で，昭和６３年

３月２２日付け「確認書」（甲７）を作成し，同年４月２７日には，本件

原著作物について，亡Ａから控訴人に著作権（著作権法２７条及び２８条

に規定する権利を含む）の譲渡があったことを原因とする著作権譲渡登録

（甲２ないし４）がされたこと，からすれば，被控訴人は，遅くとも，上

記著作権譲渡登録がされた後は，亡Ａの相続人らは本件原著作物の著作権

を有さず，本件カセットテープの複製・頒布を被控訴人に許諾する権原を

有しないことを認識していたものと認められるから，昭和６３年４月２７

日以降の本件カセットテープの複製・頒布について，被控訴人は民法７０

４条の悪意の受益者に該当する。 

 ウ 以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，昭和６３年４月２７日以降

の本件カセットテープの複製・頒布について，その定価の１０％に相当す

る額の不当利得返還請求権を有する。 

(4) 争点３－３－２（消滅時効の成否）について 

 ア 争点３－３－２－１（時効の中断の有無）について 

  (ア) 前記第２の３(7)イ(イ)記載のとおり，被控訴人は，平成２６年１０

月２９日の本件弁論準備手続期日において，控訴人に対し，不当利得返

還請求権のうち，控訴人が本訴を提起した平成２３年１１月１７日の１

０年前までに発生した請求権（平成１３年１１月１６日以前に発生した

請求権）について，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。 

    これに対し，控訴人は，被控訴人の債務承認により消滅時効が中断し

た旨主張するので，以下において検討する。 

  (イ) 債務承認１について 
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    控訴人は，「著作物使用（複製・頒布）契約書」（甲１８）を交付し

たこと，被控訴人が控訴人の求めに応じて契約書の締結に向けて交渉し

たことが，被控訴人による債務承認に該当する旨主張する。 

    しかしながら，そもそも「著作物使用（複製・頒布）契約書」（甲１

８）が被控訴人の起案に係るものであることを認めるに足りる証拠はな

く，また，同書面に被控訴人の押印はないから（なお，同書面には控訴

人の押印もない。），被控訴人が，控訴人に対し，上記書面に記載され

た内容を通知したものと認めることはできない。 

    また，前記１認定のとおり，控訴人は，平成１８年頃以降，被控訴人

に対し，本件カセットテープの複製・頒布について著作権使用契約を締

結することを求め，被控訴人との間で契約書案の提示など交渉が行われ

たものの，結局，契約書を取り交わすには至らなかったのであり，被控

訴人が控訴人からの求めに応じて契約の締結交渉を行ったこと自体が，

債務承認に該当するということはできない。 

    よって，控訴人の上記主張は理由がない。 

  (ウ) 債務承認２について 

控訴人は，「念書」（甲２０）に記載された内容につき，控訴人と被

控訴人との間で事実上合意がされたこと，被控訴人が控訴人との間で「念

書」（甲２０）の作成に向けて交渉したことが，被控訴人による債務承

認に該当する旨主張する。 

しかしながら，そもそも「念書」（甲２０）が被控訴人の起案に係る

ものであることを認めるに足りる証拠はなく，また，同書面に被控訴人

の押印はないから（なお，同書面には控訴人の押印もない。），被控訴

人が，控訴人に対し，上記書面に記載された内容を通知したものと認め

ることはできない。 

    また，被控訴人が控訴人からの求めに応じて，上記書面の作成，すな
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わち，著作権使用契約の締結交渉を行ったこと自体が，債務承認に該当

するということはできない。 

    よって，控訴人の上記主張は理由がない。 

  (エ) 債務承認３について 

控訴人は，平成１６年から平成１９年頃にかけて，被控訴人の当時の

理事長であるＬが，控訴人に対し，本件カセットテープに係る未払印税

債務の支払を約束する言動をしていたことが，被控訴人による債務承認

に該当する旨主張する。 

    しかしながら，控訴人の主張する上記事実を認めるに足りる証拠はな

いから，控訴人の上記主張は理由がない。 

  (オ) 一部弁済について 

     控訴人は，被控訴人が，控訴人に対し，本件カセットテープに係る印

税債務の一部の代物弁済として，①平成２０年１１月，デル社製のパソ

コン２台とモニター等附属品（合計１１万４４６０円相当）を，②平成

２１年２月，デル社製のパソコン３台（合計約２１万円相当）を，③平

成２３年４月２７日，ヒューレット・パッカード社製のパソコン３台（合

計約２４万円）を，それぞれ引き渡したことが，被控訴人による債務承

認に該当する旨主張する。 

    控訴人の主張に沿う証拠として控訴人の理事であるＰ作成に係る陳述

書（甲７６）があるが，それ自体，平成２３年３月当時の控訴人の理事

長であったＩから伝聞した内容が記載されているにすぎず，これを裏付

ける客観的な証拠は存しないこと，かえって，上記陳述書に記載されて

いる内容と矛盾する内容である「生長の家神の国寮の要保護児童のパソ

コン教育を支援する為，パソコンを購入し貸与する」旨が記載された，

上記②及び③の当時の被控訴人の理事長であったＬ作成に係る書面（乙

３７の１・２）や上記①のパソコンの購入者が控訴人であり，その購入
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費用を控訴人が負担することを表明する電子メール（乙５６の１・２）

が存することからすれば，上記陳述書の記載を直ちに信用することはで

きず，他に，控訴人の主張に係るパソコンが本件カセットテープに係る

印税債務の一部の代物弁済として引き渡されたものであるとの事実を認

めるに足りる証拠はない。 

    よって，控訴人の上記主張は理由がない。 

  (カ) 以上のとおり，控訴人の時効の中断に係る上記主張はいずれも理由

がない。 

 イ 争点３－３－２－２（時効援用権の喪失又は濫用の有無）について 

 (ア) 控訴人は，被控訴人が消滅時効期間の経過後に債務承認をしたこと

により時効援用権を喪失した旨主張するが，前記ア記載のとおり，被控

訴人が，控訴人の主張する債務承認をしたとの事実を認めることはでき

ないから，控訴人の上記主張は理由がない。 

  (イ) また，控訴人は，被控訴人には，控訴人に対して，被控訴人が本件

カセットテープに係る印税債務の存在を認めているものと確信させる行

為があったから，被控訴人による消滅時効の援用は権利濫用にわたるも

のとして許されない旨主張する。 

    しかしながら，前記アに記載したところによれば，被控訴人が，「本

件カセットテープに係る印税債務の存在を認めていることを控訴人に確

信させる行為」を行ったなどとはいえず，他に，被控訴人による消滅時

効の援用が権利濫用にわたるものであるとすべき事情があるともいえな

い。 

    よって，控訴人の上記主張は理由がない。 

 (ウ) 以上によれば，控訴人の時効援用権の喪失及び濫用に係る上記主張

はいずれも理由がない。 

 ウ 以上検討したところによれば，控訴人の不当利得返還請求権のうち，平
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成１３年１１月１６日以前に発生した請求権は，時効により消滅したもの

と認められるから，控訴人は，被控訴人に対し，平成１３年１１月１７日

以降の本件カセットテープの複製・頒布について，その定価の１０％に相

当する額の不当利得返還請求権を有することになる。 

 エ 不当利得額について 

   証拠（乙３８の１９ないし２６）によれば，平成１３年１１月１７日以

降に被控訴人が発行した本件カセットテープの数量は，別紙３発行部数目

録記載のとおり合計１万９６００本であり，その単価は，いずれも１８１

０円である（なお，乙１ないし３によれば，被控訴人は，亡Ａの相続人ら

に対し，複製品を製作した月の翌月末に「印税」として金銭を支払ってい

たものと認められるから，平成１３年１１月１７日以降の発行分は，平成

１３年１２月以降の支払分となる。）。 

   そうすると，定価の１０％に相当する額は，合計３５４万７６００円と

なる（１８１０円×１万９６００本×１０％）。 

 オ したがって，控訴人は，被控訴人に対し，３５４万７６００円の不当利

得返還請求権を有する。 

(5) 争点３－２（不法行為による損害賠償請求権の有無）について 

ア 争点３－２－１（著作権侵害につき被控訴人の故意又は過失の有無）に

ついて 

前記(3)イ記載のとおり，被控訴人は，本件カセットテープの複製・頒布

について，悪意の受益者に該当するから，被控訴人には，本件原著作物に

係る著作権を侵害したことについて過失があると認めるのが相当である。 

イ 争点３－２－３（消滅時効の成否について） 

    (ア) 争点３－２－３－１（時効の中断の有無）について 

      前記第２の３(7)イ(ア)記載のとおり，被控訴人は，平成２６年１０月

２９日の本件弁論準備手続期日において，控訴人に対し，不法行為に基
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づく損害賠償請求権のうち，控訴人が本訴を提起した平成２３年１１月

１７日の３年前までに発生した請求権について，消滅時効期間である３

年が経過したとして，消滅時効を援用する旨の意思表示をした。これに

対し，控訴人は，被控訴人の債務承認により消滅時効が中断した旨主張

するが，前記(4)ア(イ)ないし(オ)記載のとおり，控訴人の時効の中断に

係る主張はいずれも理由がない。 

(イ) 争点３－２－３－２（時効援用権の喪失又は濫用の有無）について 

      控訴人は，時効援用権の喪失又は濫用を主張するが，前記(4)イ(ア)

及び(イ)記載のとおり，控訴人の主張はいずれも理由がない。 

ウ 争点３－２－２（損害の発生及びその額）について 

     以上検討したところによれば，控訴人の不法行為による損害賠償請求権

のうち，平成２０年１１月１６日以前に発生した請求権は，時効により消

滅したものと認められるから，控訴人は，被控訴人に対し，同月１７日以

降の本件カセットテープの複製・頒布について，その定価の１０％に相当

する額の損害賠償請求権を有する。 

平成２０年１１月１７日以降に複製・頒布された本件カセットテープの

本数は，別紙３の発行部数目録記載のとおり，平成２２年３月を支払月と

する４００本であり，その定価の１０％に相当する印税相当額は７万２４

００円であると認められる（なお，これについては不当利得返還請求権と

競合する。）。 

(6) 弁護士費用相当額の損害について 

著作権侵害を理由とする本件カセットテープの頒布の差止め及び廃棄請求

が理由のあるものであること，不法行為による損害賠償請求のうち理由のあ

る額，その他本件に顕れた一切の事情を総合すると，被控訴人の著作権侵害

行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額は，２０万円と認めるのが相当

である。 
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(7) まとめ 

  以上によれば，控訴人は，被控訴人に対し，不当利得返還請求権に基づき

３５４万７６００円（うち７万２４００円については，不法行為による損害

賠償請求権と競合する。）及び不法行為による損害賠償請求権に基づき２０

万円の合計３７４万７６００円の支払を求めることができる。 

５ 結論 

以上の次第で，原判決中控訴人敗訴の部分に係る請求のうち，主位的請求は

理由がないから棄却し，予備的請求は，被控訴人に対し，本件カセットテープ

の頒布の差止め及び廃棄，並びに，３７４万７６００円及びこれに対する平成

２６年８月２７日から支払済みまで年５分の割合による遅延損害金の支払を求

める限度で理由があるからこれを認容し，その余は理由がないから棄却すべき

である。 

したがって，以上と異なる原判決は変更することとし，主文のとおり判決す

る。 

 

    知的財産高等裁判所第４部 

 

         裁判長裁判官    富   田   善   範 

 

 

            裁判官    田   中   芳   樹  

 

 

            裁判官    柵   木   澄   子 
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（別紙１） 

            請求金額目録 

 番号   請求金額           遅延損害金始期                  

           

  １   ２３万４０００円    昭和６１年１１月 １日 

  ２   ５４万円        昭和６２年 １月 １日 

  ３   １８万円           同年 ５月 １日 

  ４   １５万５１６０円       同年 ６月 １日 

  ５   ２５万８８４０円       同年 ９月 １日 

  ６   ３６万円           同年１０月 １日 

  ７   １０万８０００円       同年１１月 １日 

  ８    ９万円           同年１２月 １日 

  ９   １８万円        昭和６３年 ２月 １日 

  １０    ９万円           同年 ３月 １日 

  （小計）２１９万６０００円 

 

 １１   １０万８０００円       同年 ４月 １日 

 １２   １４万４０００円       同年 ６月 １日 

 １３   １８万円           同年 ９月 １日 

 １４    ５万４０００円       同年１０月 １日 

 １５   １８万円           同年１２月 １日 

 １６   ２３万３４６０円    昭和６４年 １月 １日 

 １７   ２３万４５４０円     平成元年 ３月 １日 

 １８   ２７万円           同年 ５月 １日 

 １９   ２７万円           同年 ６月 １日 

 ２０   １８万円           同年 ７月 １日 
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 （小計）１８５万４０００円 

 

 ２１   １７万９６００円       同年１２月 １日 

 ２２   ２６万６３４７円     平成２年 １月 １日 

 ２３   １１万０８１３円       同年 ２月 １日 

 ２４   １７万９６００円       同年 ３月 １日 

 ２５   ６４万２４２９円       同年 ６月 １日 

 ２６    ８万９８００円       同年 ８月 １日 

 ２７   １０万７７６０円       同年１１月 １日 

 ２８   ２６万９４００円       同年１２月 １日 

 ２９   １０万６６８３円     平成３年 １月 １日 

 ３０      １０７７円       同年 ２月 １日 

 （小計）１９５万３５０９円 

 

 ３１   ２２万２７０４円       同年 ３月 １日 

 ３２   ３２万９２０７円       同年 ４月 １日 

 ３３   １１万６７４０円       同年 ７月 １日 

 ３４    ８万９８００円       同年 ８月 １日 

 ３５   １７万９６００円       同年 ９月 １日 

 ３６    ７万００４４円       同年１１月 １日 

 ３７   ５７万６５１６円       同年１２月 １日 

 ３８    ８万９８００円     平成４年 ３月 １日 

 ３９   ４６万６９６０円       同年 ４月 １日 

 ４０   １７万９６００円       同年 ７月 １日 

 （小計）２３２万０９７１円 
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 ４１    ８万９８００円       同年 ８月 １日 

 ４２   １０万７７６０円       同年 ９月 １日 

 ４３   ３５万９２００円       同年１２月 １日 

 ４４   ２３万３３００円     平成５年 ３月 １日 

 ４５   ２６万９４００円       同年 ５月 １日 

 ４６   １０万７７６０円       同年 ６月 １日 

 ４７   ３４万１４２０円       同年 ９月 １日 

 ４８   １７万９６００円       同年１１月 １日 

 ４９   ４４万９０００円     平成６年 １月 １日 

 ５０   １０万７７６０円       同年 ３月 １日 

 （小計）２２４万５０００円 

 

 ５１   １７万９６００円       同年 ４月 １日 

 ５２    ８万９８００円       同年 ６月 １日 

 ５３   ３５万９２００円       同年 ７月 １日 

 ５４   １９万７５６０円       同年 ８月 １日 

 ５５   ２５万１４４０円       同年１０月 １日 

 ５６   ３５万９２００円       同年１２月 １日 

 ５７    ８万９８００円     平成７年 １月 １日 

 ５８   ５３万８８００円       同年 ４月 １日 

 ５９    ８万９８００円       同年 ７月 １日 

 ６０   ６４万６５６０円       同年１１月 １日  

 （小計）２８０万１７６０円 

 

 ６１    ５万３８８０円     平成８年 ４月 １日 

 ６２   ４１万３０８０円       同年 ６月 １日 
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 ６３    ７万１８４０円       同年 ９月 １日 

 ６４   １４万３６８０円       同年１１月 １日 

 ６５   ３０万５３２０円     平成９年 ２月 １日 

 ６６   １５万２６６０円       同年 ６月 １日 

 ６７   ４７万０６００円       同年１０月 １日 

 ６８   １４万４８００円       同年１０月 １日 

 ６９   ３６万２０００円    平成１０年 ２月 １日 

 ７０    ７万２４００円       同年 ３月 １日 

 （小計）２１９万０２６０円 

 

 ７１   ６３万３５００円       同年 ６月 １日 

 ７２   １８万１０００円    平成１１年 １月 １日 

 ７３    ９万０５００円       同年 ３月 １日 

 ７４    ９万０５００円       同年 ４月 １日 

 ７５    ３万６２００円       同年 ５月 １日 

 ７６   ２３万５３００円       同年 ７月 １日 

 ７７    ５万４３００円       同年 ９月 １日 

 ７８   １８万１０００円       同年１０月 １日 

 ７９   １０万８６００円       同年１１月 １日 

 ８０   ２８万９６００円    平成１２年 ３月 １日 

 （小計）１９０万０５００円 

 

 ８１   ５４万３０００円       同年 ６月 １日 

 ８２   １８万１０００円    平成１３年 ２月 １日 

 ８３    ５万４３００円       同年 ３月 １日 

 ８４    ３万６２００円       同年 ４月 １日 
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 ８５   １８万１０００円       同年 ６月 １日 

 ８６    ９万０５００円       同年１０月 １日 

 ８７   １８万１０００円       同年１１月 １日 

 ８８    １万８１００円       同年１２月 １日 

 ８９   ３４万３９００円    平成１４年 ２月 １日 

 ９０   １２万６７００円       同年 ７月 １日 

 （小計）１７５万５７００円 

 

 ９１   ３６万２０００円       同年１０月 １日 

 ９２   １８万１０００円    平成１５年 ２月 １日 

 ９３   ３２万５８００円       同年 ６月 １日 

 ９４    ５万４３００円       同年 ８月 １日 

 ９５   １４万４８００円       同年１１月 １日 

 ９６   ２１万７２００円    平成１６年 ２月 １日 

 ９７   ３６万２０００円       同年 ７月 １日 

 ９８    ９万０５００円    平成１７年 ２月 １日 

 ９９   １８万１０００円       同年 ３月 １日 

１００    ３万６２００円       同年 ４月 １日 

 （小計）１９５万４８００円 

 

１０１   １８万１０００円       同年１１月１日 

１０２    ９万０５００円       同年１２月１日 

１０３    ３万６２００円    平成１８年 ２月１日 

１０４   １８万１０００円       同年 ５月１日 

１０５   １４万４８００円       同年 ７月１日 

１０６   １８万１０００円    平成１９年 １月１日 
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１０７    ９万０５００円       同年 ９月１日 

１０８    ３万６２００円       同年１２月１日 

１０９   １０万８６００円    平成２０年 ４月１日 

 （小計）１０４万９８００円 

 

以上合計２２２２万２３００円 
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（別紙２）           

著作物目録 

１ 題号「聖経 甘露の法雨」（著作者 Ａ） 

 

２ 題号「聖経 天使の言葉」（著作者 Ａ） 

 

３ 題号「聖経 続々甘露の法雨」（著作者 Ａ） 

以  上 
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（別紙３）          発行部数目録 

支払月     本件原著作物１ 本件原著作物２ 本件原著作物３  月合計数 

Ｈ１４． １     １０００     ３００     ６００  １９００ 

Ｈ１４． ６      ６００     １００       ０   ７００ 

Ｈ１４． ９      ８００     ４００     ８００  ２０００ 

Ｈ１５． １     １０００       ０       ０  １０００ 

Ｈ１５． ５     １２００     ２００     ４００  １８００ 

Ｈ１５． ７      １００     １００     １００   ３００ 

Ｈ１５．１０        ０     ２００     ６００   ８００ 

Ｈ１６． １     １２００       ０       ０  １２００ 

Ｈ１６． ６     １１００     ４００     ５００  ２０００ 

Ｈ１７． １        ０       ０     ５００   ５００ 

Ｈ１７． ２     １０００       ０       ０  １０００ 

Ｈ１７． ３        ０     ２００       ０   ２００ 

Ｈ１７．１０     １０００       ０       ０  １０００ 

Ｈ１７．１１        ０       ０     ５００   ５００ 

Ｈ１８． １        ０     ２００       ０   ２００ 

Ｈ１８． ４     １０００       ０       ０  １０００ 

Ｈ１８． ６        ０     ３００     ５００   ８００ 

Ｈ１８．１２     １０００       ０       ０  １０００ 

Ｈ１９． ８        ０       ０     ５００   ５００ 

Ｈ１９．１１        ０     ２００       ０   ２００ 

Ｈ２０． ３      ６００       ０       ０   ６００ 

Ｈ２２． ３        ０       ０     ４００   ４００ 

合計                              １９６００  

以  上 


